
漁に出られ
なかった

（30 代 男性）

健康で
いられた
（30 代 男性）

色々 な人々 の親切さ。

祖父母を津波で
なくした（男性）

親戚で9人が亡くなり

法要にて元気だった

顔が浮かび辛かった

（60 代 女性）

家族が元気にしている

知り合いの人が

亡くなった
（50 代 女性）

仕事があり、
好きなことが
できる様になった

（50 代 女性）

親戚や息子からメールや
電話をもらったり、食料が
不足しているだろうからと荷物が届いたことが
うれしかった

（60 代 女性）

東京の孫が会いに

来てくれた。

本当に生きていて
良かったと思った
（50 代 女性）

家族全員の無事。

老人ホームが大変だったとき、

地区の多くの方が
ボランティアにきてくれた。
仮設入居前体育館で
生活したことは、
うれしかったしつらかった（40 代）

身近な人、知人が亡くなった。
全国よりボランティアさんが
沢山来てくれ、大変嬉しく
感謝感謝の一年だった

（60 代 女性）

ガレキ撤去など、

少しずつ復興の
様子が見えてきた

（60 代 女性）

住むところがある。

でも、生まれ育った土地に
戻ることができないことが
決まった（30 代 男性）

支援いただいた仲間と

つながり絆が深まり、

いつも新地町を忘れず

支援いただいた
 （60 代 男性）

新地町震災・復興記録集づくり
ワークショップより

震災から1年目は
どんな年でしたか
また2年目はどうでしたか

移転先が決まった。
仮設が狭いため、自分の好きな時間の過ごし方が出来ない（女性）

自宅が壊れることもなく、

安心して過ごせた

原発の状況が
良くならないことが
つらい （60 代 女性）— やっぱり、新地がいいね —

復
興
へ 

新
地
町
復
興
事
業

第

5
章

震
災
後
、
海
も
大
き
く
変
わ
っ
て
し
ま
っ
た
け
れ
ど
、

　

ビ
ー
チ
ク
リ
ー
ン
な
ど
の
地
道
な
活
動
で

　
　

新
地
の
海
が
や
っ
と
少
し
元
通
り
に
な
っ
て
き
た
！

　
　
　

子
ど
も
と
一
緒
に
、い
つ
も
楽
し
ん
で
や
っ
て
い
ま
す
。

（
新
地
町
震
災
・
復
興
記
録
集
づ
く
り
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
よ
り
）

— 
20
代 

女
性
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や
っ
ぱ
り

新
地
が
い
い
ね

平
成
23
年
３
月
11
日
に
発
生
し
た
東
日
本
大
震
災
は
、

千
年
に
一
度
と
い
う
地
震
と
大
津
波
に
よ
り
、
か
け
が
え
の
な
い
多
く
の
生
命
、
住
ま
い
、

そ
し
て
美
し
い
ふ
る
さ
と
の
姿
を
奪
い
ま
し
た
。

さ
ら
に
原
子
力
災
害
に
よ
る
健
康
へ
の
不
安
と
、
農
業
、
漁
業
を
は
じ
め
と
す
る
産
業
へ
の

風
評
被
害
は
、
過
去
に
例
の
な
い
深
刻
な
状
況
と
な
っ
て
い
ま
す
。

そ
う
し
た
中
、
家
を
失
っ
た
被
災
者
の
早
急
な
生
活
再
建
支
援
、
原
子
力
災
害
に
よ
る

風
評
被
害
の
克
服
、
そ
し
て
子
供
な
ど
へ
の
長
期
的
な
健
康
不
安
の
解
消
に
向
け
て

最
大
限
の
努
力
が
必
要
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

避
難
生
活
の
中
で
、
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
の
大
切
さ
を
再
認
識
し
た
と
い
う
声
も
聞
か
れ
ま
す
。

失
わ
れ
か
け
た
人
の
絆
を
も
う
一
度
確
か
な
も
の
と
し
、

み
ん
な
が
安
心
し
て
住
み
続
け
る
こ
と
が
で
き
る
新
地
町
の
将
来
像
と
、
希
望
が
必
要
で
す
。

新
地
町
復
興
計
画
は
、
復
興
ま
ち
づ
く
り
の
希
望
の
あ
か
り
と
な
る
復
興
構
想
と
、

町
民
一
丸
と
な
っ
て
進
む
べ
き
道
筋
を
示
す
基
本
計
画
で
構
成
し
ま
す
。

自
然
輝
き
、
笑
顔
あ
ふ
れ
る
、
新
地
町
を
再
建
し
た
い
。

﹁
や
っ
ぱ
り　

新
地
が
い
い
ね
﹂
の
思
い
を
込
め
て

│
。

基本理念と
基本的視点

命と暮らし
最優先のまち

自然災害については、被害を最小化する
「減災」の理念に基づき、命と暮らし最
優先の災害に強い社会づくりを進めます。
原子力災害については、一刻も早い収束
を要請しますが、収束後もこれと向きあっ
てまちづくりを進めます。町内の低レベ
ル放射性物質の除染計画を策定します。

人の絆を育むまち

本町はかけがえのない郷土を大事にし、
これまで培ってきた地域コミュニティな
どを大切に、人との絆を育むまちづくりを
めざしてきました。今後も地域のコミュニ
ティを再生し、町民・事業者・町の役割
分担のもと協働のまちづくりを進めます。

自然と共生する
海のあるまち

本町は豊かな自然と長い歴史のなかで培われ
てきた地域文化に恵まれ、農業と漁業を基幹
産業とし、美しい自然を守りながら自分たち
の暮らしを向上させてきました。今後も、こ
の素晴らしい海・里・山を活用し、再生可能
エネルギーの活用など、自然の豊かさを感じ
られる「海のあるまち」の再興を進めます。

新
地
町
復
興
計
画
（
第
１
次
）
は
、
平

成
23
年
６
月
よ
り
策
定
が
進
め
ら
れ
、
被

災
者
ア
ン
ケ
ー
ト
調
査
や
懇
談
会
、
７
回

に
及
ぶ
復
興
計
画
策
定
委
員
会
を
経
て
、

平
成
24
年
１
月
の
町
復
興
計
画
策
定
本
部

会
議
を
経
て
決
定
さ
れ
ま
し
た
。

復
興
構
想
で
は
、「
や
っ
ぱ
り 

新
地
が

い
い
ね
」「
自
然
輝
き 

笑
顔
あ
ふ
れ
る 

町

再
建
」
の
基
本
理
念
の
も
と
、
復
興
に
あ

た
っ
て
の
基
本
的
視
点
と
し
て
上
図
の
３

つ
を
掲
げ
ま
し
た
。

こ
れ
は
町
の
将
来
像
を
見
据
え
復
旧
・

復
興
に
あ
た
っ
て
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
基
本

的
な
事
項
を
示
し
た
も
の
で
、
10
年
後
の
目

標
を
示
し
た
復
興
構
想
に
基
づ
き
、
土
地

利
用
構
想
、
さ
ら
に
５
年
間
を
目
標
に
優

先
的
に
取
り
組
む
基
本
計
画
（
主
要
施
策

と
重
点
事
業
）
が
ま
と
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

３
つ
の

基
本
的
視
点
と

計
画
期
間

５
年
間
を
目
標
に

第一次新地町
復興計画
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新地町復興
土地利用構想

沿岸部の
断面図

新地町復興構想

基 本 理 念

基本的視点

土地利用構想

命と暮らし最優先のまち 自然と共生する海のあるまち人の絆を育むまち

二線堤による土地利用 利便性の確保建築制限による職住分離

主 要 施 策

安心・安全な
まちづくり 仕事の復興 住宅・暮らしの復興

ス
ポ
ー
ツ
振
興

住
宅
の
建
設
・
取
得
の
支
援

水
産
業
の
復
興

教
育
・
文
化
の
振
興

社
会
経
済
基
盤
の
復
興

農
業
の
復
興

保
健
・
医
療
・
介
護
・
福
祉
の
充
実

新
た
な
産
業
の
創
出

原
子
力
災
害
の
克
服

災
害
町
営
住
宅
の
整
備

労
働
者
へ
の
支
援

土
地
利
用

災
害
に
備
え
る
ま
ち
づ
く
り

商
工
業
の
支
援

重 点 事 業

海のあるまち再生事業 低レベル放射性物質の除染事業

すまい再建事業 新地駅まちなか形成事業 再生可能エネルギー活用事業

やっぱり新地がいいね
自然輝き  笑顔あふれる  町再建

津
波
被
害
が
甚
大
だ
っ
た
沿
岸
部
は
、

防
災
の
観
点
か
ら
被
害
を
最
小
化
す
る

「
減
災
」
と
い
う
理
念
に
基
づ
い
た
土
地
利

用
を
行
い
ま
す
。

上
図
の
と
お
り
、
海
岸
堤
防
に
防
潮
林
、

公
園
、
遊
水
池
、
道
路
な
ど
を
組
み
合

わ
せ
て
被
害
を
和
ら
げ
る
と
い
う
「
二
線

堤
」
の
考
え
方
を
と
り
ま
す
。
こ
の
二
線

堤
よ
り
山
側
の
津
波
被
害
を
受
け
に
く
い

場
所
を
住
宅
の
再
生
候
補
地
と
し
、
沿
岸

部
で
被
害
を
受
け
た
住
宅
の
再
生
を
図
り

ま
す
。

二
線
堤
よ
り
海
側
の
沿
岸
部
は
、
自
然

的
な
土
地
利
用
を
基
本
と
し
て
職
住
分
離

を
図
り
、
津
波
被
害
の
受
け
に
く
い
場
所

で
常
磐
線
新
地
駅
と
市
街
地
を
連
携
し
て

整
備
す
る
な
ど
、
災
害
に
強
い
ま
ち
づ
く

り
を
推
進
し
ま
す
。

土
地
利
用
構
想

「
減
災
」
の
理
念
に

基
づ
き

多
重
防
御
と
職
住
分
離
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東
日
本
大
震
災
の
津
波
に
よ
る
甚
大
な
被
害
状
況

を
受
け
、
町
で
は
、
建
築
基
準
法
第
39
条
に
基
づ
き
、

津
波
被
害
の
著
し
か
っ
た
沿
岸
部
の
区
域
に
つ
い

て
、
災
害
危
険
区
域
を
指
定
し
ま
し
た
。
指
定
さ
れ

た
区
域
で
は
、
今
後
居
住
用
の
建
築
物
の
新
築
や
増

築
な
ど
が
で
き
な
く
な
り
ま
し
た
。

 の網かけ部分が災害危険区域

■ 災害危険区域に指定した区域
大 字 名 字　　名
埓 木 崎 磯山の一部、埓浜の一部、西田の一部、埓南浜田の一部、作田の一部
谷地小屋 北畑の一部、浜畑の一部、釣師の全域、町裏の一部
小 川 田中の一部、浜畑の一部、浜田の一部、谷地田の一部

大 戸 浜
牛川の一部、牛川南の一部、浜北の一部、浜南の一部、前田下の一部、前田上の一部、
前田西の一部、小沢北の一部、吾安谷地の一部、南中磯塩入の一部

今 泉 浜畑の一部、鹿野の一部

東
日
本
大
震
災
で
は
、
津
波
に
よ
り

町
の
全
面
積
の
約
５
分
の
１
に
あ
た
る
約

9
0
4
ヘ
ク
タ
ー
ル
が
浸
水
し
、
町
内
沿

岸
部
で
５
０
０
戸
以
上
の
住
宅
が
流
失
し
、

港
も
堤
防
も
田
畑
も
道
路
も
壊
滅
す
る
と

い
う
未
曾
有
の
被
害
を
受
け
ま
し
た
。
家

屋
被
災
地
区
は
、木
崎
、作
田
、埓
浜
、岡
、

新
地
町
、
中
島
、
小
川
、
釣
師
、
大
戸
浜
、

今
泉
、
富
倉
の
11
地
区
に
及
び
ま
す
。

被
害
を
受
け
た
沿
岸
部
の
復
旧
・
復
興

に
つ
い
て
は
、
海
岸
堤
防
整
備
に
防
潮
林
、

防
災
緑
地
、
遊
水
池
、
二
線
堤
の
機
能
を

備
え
た
復
興
道
路
な
ど
を
組
み
合
わ
せ
て

被
害
を
和
ら
げ
る
「
減
災
」
と
い
う
考
え

方
に
基
づ
く
土
地
利
用
を
計
画
し
実
施
し

ま
す
。
し
か
し
、
対
策
を
講
じ
た
と
し
て

も
、
東
日
本
大
震
災
と
同
程
度
の
津
波
が

再
来
し
た
場
合
に
は
、
十
分
な
安
全
性
は

確
保
さ
れ
ず
人
命
へ
の
危
険
が
著
し
い
た

め
、
居
住
用
の
建
築
物
の
建
築
を
禁
止
す

る
必
要
が
あ
る
と
判
断
し
ま
し
た
。

町
で
は
、
平
成
23
年
９
月
町
議
会
に
お

い
て
新
地
町
災
害
危
険
区
域
の
指
定
に
関

す
る
条
例
を
制
定
し
、
地
区
懇
談
会
等
に

お
い
て
被
災
を
受
け
た
方
々
と
災
害
危
険

区
域
の
指
定
等
に
つ
い
て
話
し
合
い
を
重

ね
、
災
害
危
険
区
域
の
指
定
を
行
い
ま
し

た
。災

害
危
険
区
域
は
別
図
の
と
お
り
で
す
。

■ 災害危険区域とは ?
津波等により危険が著しいために、建築基準法第 39 条に基づき居住用建築物の建築に適さない場所と
して、町が指定した区域を言います。

■ 建築制限の対象となる建築物
・住宅（兼用または併用、別荘を含む）・共同住宅、寄宿舎、下宿、寮・老人ホーム、グループホーム等

■ 災害危険区域の地区等
・埓浜地区（一部を除く）

・小川地区の一部

・釣師地区

・大戸浜地区の一部

・今泉地区の一部

■ その他
災害危険区域指定は、防災集団移転促進事業の区域とは別のものです。

 の網かけ部分が災害危険区域

被
害
の
甚
大
な
地
域
に

建
築
制
限

【
磯
山
地
区
】

【
作
田
地
区
】

災害危険区域
安心・安全の

まちへ
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 の網かけ部分が災害危険区域 の網かけ部分が災害危険区域

【
大
戸
浜
地
区
】

【大戸浜地区】

【埓浜地区】

【大戸浜地区・今泉地区】【釣師地区・小川地区】

【釣師地区】
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震
災
で
の
家
屋
被
災
は
、
地
震
1
1
4
世
帯
、
津
波
5
1
6
世
帯
の

計
6
3
0
世
帯
に
の
ぼ
り
、
多
く
の
町
民
が
住
ま
い
を
奪
わ
れ
ま
し
た
。

町
で
は
﹁
す
ま
い
再
建
事
業
﹂
と
し
て
防
災
集
団
移
転
促
進
や
自
力
再
建

支
援
、
災
害
町
営
住
宅
整
備
な
ど
の
事
業
を
進
め
、
す
べ
て
の
被
災
者
が

住
ま
い
の
再
建
を
果
た
せ
る
よ
う
支
援
し
て
い
ま
す
。

す
す
む
被
災
者
の
生
活
再
建
［
す
ま
い
再
建
事
業
］

す
ま
い
再
建
事
業
の
主
な
内
容
は
、
上

図
の
と
お
り
で
す
。
な
か
で
も
防
災
集
団

移
転
促
進
事
業
（
以
下
、
防
集
事
業
）
は

そ
の
柱
と
な
る
も
の
で
、
津
波
に
よ
り
災

害
危
険
区
域
と
な
っ
た
沿
岸
部
の
被
災
６

地
区
を
安
全
な
場
所
に
集
団
で
再
建
す
る

事
業
で
す
。

町
で
は
防
集
事
業
の
計
画
作
成
に
あ
た

っ
て
、
被
災
者
の
意
向
を
丹
念
に
把
握
す

る
こ
と
か
ら
始
め
ま
し
た
。
意
向
調
査
や

地
区
別
懇
談
会
、
さ
ら
に
個
別
相
談
会
な

ど
き
め
細
や
か
な
対
応
を
し
な
が
ら
、
将

来
へ
の
見
通
し
を
示
し
、
生
活
再
建
の
判

断
の
選
択
肢
を
提
示
し
ま
し
た
。
同
時
に
、

候
補
地
の
地
権
者
や
行
政
区
長
の
懇
談
会

等
を
開
催
し
、
新
た
な
住
宅
団
地
の
必
要

性
に
つ
い
て
理
解
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
結
果
、
防
集
事
業
へ
の
合
意
形
成

が
図
ら
れ
、
平
成
23
年
度
は
地
区
ご
と
の

懇
談
会
を
重
ね
る
中
で
事
業
参
加
申
込
書

を
受
け
付
け
、
24
年
度
に
は
移
転
団
地
単

位
の
懇
談
会
へ
と
ス
ム
ー
ズ
に
移
行
で
き

ま
し
た
。
町
で
は
平
成
24
年
か
ら
住
宅
団

地
の
用
地
買
収
を
行
い
、
同
年
12
月
に
は

防
集
団
地
が
同
時
着
工
し
、
造
成
工
事
が

始
ま
り
ま
し
た
。

計
画
さ
れ
た
防
集
団
地
は
作
田
東
、
作

田
西
、
岡
、
雁
小
屋
、
大
戸
浜
、
富
倉
、

雁
小
屋
西
の
７
カ
所
で
、
計
１
５
１
の
区

画
の
宅
地
造
成
と
、
66
戸
分
の
災
害
町
営

住
宅
を
計
画
し
ま
し
た
。
移
転
に
あ
た
っ

て
は
従
来
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
で
き
る
だ

け
維
持
す
る
よ
う
に
配
慮
さ
れ
、
主
に
埓

浜
・
作
田
地
区
は
作
田
東
、
作
田
西
団
地

へ
、
釣
師
地
区
は
岡
、
雁
小
屋
団
地
へ
、

大
戸
浜
及
び
今
泉
地
区
の
一
部
は
雁
小
屋
、

大
戸
浜
団
地
へ
の
移
転
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
被
災
者
ら
が
自
ら
グ
ル
ー
プ
を

作
っ
て
候
補
地
を
選
定
し
た
防
集
団
地
が

２
カ
所
で
実
現
し
て
い
ま
す
。

な
お
、
集
団
移
転
で
は
な
く
、
自
己
所

有
地
や
中
古
住
宅
等
の
購
入
、
独
自
で
宅

地
造
成
す
る
な
ど
自
力
再
建
を
め
ざ
す
方

も
い
ま
し
た
。
町
で
は
自
力
再
建
の
グ
ル

ー
プ
に
も
道
路
整
備
な
ど
の
支
援
を
行
い

ま
す
。

事
業
の
推
進
に
あ
っ
て
は
、
全
国
か
ら

の
応
援
職
員
に
加
え
、
役
場
Ｏ
Ｂ
を
臨
時

職
員
と
し
て
採
用
す
る
な
ど
地
元
で
可
能

な
限
り
の
体
制
構
築
に
努
め
ま
し
た
。

防
集
事
業
で
は
、
多
く
の
方
が
従
前
の

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ご
と
に
ま
と
ま
っ
た
移
転

と
な
り
、
す
ま
い
再
建
と
と
も
に
、
コ
ミ

ュ
ニ
テ
ィ
の
絆
や
文
化
が
継
続
さ
れ
る
こ

と
に
な
り
ま
し
た
。

複
数
地
区
に
よ
る
寄
り
合
い
団
地
も
あ

り
ま
す
が
、
丁
寧
な
合
意
形
成
の
方
法
や
、

団
地
ご
と
の
ワ
ー
ク
シ
ョ
ッ
プ
を
通
じ
て

移
転
団
地
の
計
画
づ
く
り
を
行
い
、
事
前

に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
づ
く
り
を
行
う

こ
と
が
で
き
ま
し
た
。

こ
れ
は
、
生
活
再
建
に
向
け
た
懇
談
会

や
ア
ン
ケ
ー
ト
を
繰
り
返
し
、
被
災
者
の

意
向
を
で
き
る
だ
け
反
映
し
て
き
た
結
果

で
も
あ
り
ま
す
。

町
民
の
要
望
に
は
柔
軟
に
対
応
し
、
補

助
対
象
外
の
１
０
０
坪
を
超
え
る
超
過
分

は
各
自
で
購
入
す
る
こ
と
で
不
満
を
解
消
、

そ
の
柔
軟
な
対
応
と
工
夫
は
「
オ
ー
ダ
ー

メ
ー
ド
の
再
建
」
と
し
て
高
く
評
価
さ
れ

ま
し
た
。

防災集団
移転促進

被災高齢者
共同住宅

住宅建設
支援

下水道の
復旧・充実

自力再建
支援

災害町営
住宅

すまい再建
事業内容

集
団
移
転

き
め
細
や
か
な
意
向
調
査

コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
を
維
持

地
区
ご
と
に
移
転

住
民
本
位

オ
ー
ダ
ー
メ
ー
ド
の
再
建

構想検討
（平成 23年 6月～ 8月）

・ 被災 6 地区の再建方針
  検討
・移転候補地選定
・アンケート 1

再建方向性を整理
（平成 24年 1月～ 3月）

・ 個々の再建意向を反映し
た計画検討

・アンケート 3
・個別懇談会

基本計画・事業計画
（平成 24年 4月～ 7月）

・ 移転者と協議しつつ団地
計画の検討

・ワークショップ
・公営住宅希望者懇談会

基本設計・実施設計
（平成 24年 8月～）

・ワークショップ

造成工事
（平成 24年 12月～）

・現地見学、区画決め

災害町営住宅完成
（平成 25年 1月～ 12月）

下水道の
復旧工事完了
（平成 26年 1月）

被災高齢者共同住宅
完成、入居開始

（平成 25年 2月～ 11月）

● 事業の経過 ● ■ 凡例

防災集団移転促進事業
移転団地
防災緑地
災害危険区域
津波浸水エリア

すすむ被災者の生活再建　［すまい再建事業］
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被災高齢者
共同住宅
3％

わからない
5％

その他 1％
修復 2％

町外移転
3％

集団移転
53％

災害公営
住宅
18％

個別再建
15％

（なお、11月と12月の懇談会は被災地の買取価格の明示ができな
かったため見送られた）

防災集団移転促進事業
平成 23年６月〜 10月

【事業化までの経過①】

構想検討と意向調査

写真 5-1　第 2 回 地区別復興懇談会

平成 23年６月、被災者へ第１回アンケート調査を

実施し、高台への移転意向を確認。同年８月より、町

は被災６地区の主な住まいの再建事業として高台への

集団移転を基本とし、建築制限の区域設定（災害危険

区域）の検討を重ねた。

同年９月、第１回 地区別復興懇談会を開催し、地

元への説明として「意向調査結果の発表」「復興構想

や移転事業」「今後の懇談会」をテーマに話し合った。

同年 10月、第２回 地区別復興懇談会では、将来の

生活設計イメージをテーマに、町から「防集事業によ

る自力再建」「災害町営住宅」「モデル住宅等」の説

明があり、住宅再建のあり方について懇談。第２回ア

ンケート調査も実施し、住民自らが再建方法を考える

きっかけとなった。

防災集団移転促進事業
平成 24年４月〜 10月

【事業化までの経過③】

団地別懇談会と計画作成

写真 5-4　住宅団地計画懇談会

平成 24年４月、町の担当部署が復興推進課となり、

他県町の応援職員や役場ＯＢを加えて８名体制とな

る。コンサルタント（地域計画連合）と連携して入居

希望の意向調査を実施し、そのうえで移転先や規模な

ど団地計画の検討を行い、おおよその確定をみる。４

月末、新団地のイメージ図（案）を作成提案し、移転

団地単位での懇談会に移行した。

同年５月、団地別の懇談会をワークショップ形式で

開催し、５〜 10名のグループに分かれ区画パターン

や共同施設等について意見交換した。ワークショップ

での進行役は町職員と応援職員、記録係はコンサルタ

ントのペアで務めた。その内容は地区別「かわら版」

として作成され、移転希望者が協議内容を共有するの

に大いに役立った。その結果、５月中に移転者、入居

者数を固めることができた。

防災集団移転促進事業
平成 23年 12月〜平成 24年３月

【事業化までの経過②】

個別相談会と申込み受付

写真 5-2　個別相談会

平成 23 年 12 月、移転候補地の土地所有者との懇

談会を開催。移転構想の説明と協力可否のアンケート

を実施し、用地取得の可能区域を絞り込んだ。

平成 24年１月、国の第３次補正予算による防集事

業の制度実施が明確になったことで防災集団移転促進

事業説明会を開催。被災３県では第１号となる被災宅

地の買取単価を地区別に説明し、第３回アンケート調

査も実施した。

同年１月末、被災世帯ごとの買取概算価格を提示し、

初の個別相談会を順次開催。各課横断的に対応した。

同年３月、新たな住宅団地案についてすまい再建懇談

会を開催。同月末より個別相談会を開き、個々の意向

を確認したうえで、防集事業への正式な申込みを受け

付けた。380 世帯中 338 世帯の回答を受け、事業参

加はこのうちの 210世帯程度となった。

図 5-1　住宅再建に際し重視する事項
被災者アンケート・全地区（2011 年６月）

0％ 10％ 20％ 30％ 40％ 50％ 60％ 70％ 80％

現宅地で再建

地区内で再建

まとまって移転

高台であること

海の近く

便利な場所

その他

無回答

最も重要 重要6％

3％

10％

34％

1％

6％

3％

38％ 11％

52％

10％

10％

38％

33％

19％

13％

図 5-2　住宅再建意向　被災者アンケート
集団移転対象地区（2012 年１月）

災害町営住宅事業
平成 24年２月

県内自治体で初
ＵＲ都市機構と協定締結

写真 5-3　加藤町長と UR 都市機構の小川理事長

平成 24年２月、本町はＵＲ都市機構と「災害町営

住宅整備に係る協定」を締結し、その協定調印式が町

役場で行われた。町では、すまい再建事業の推進にあ

たって、住宅の整備に多くの実績と高いノウハウをも

つＵＲに協力を要請したもので、ＵＲと自治体との協

定締結は県内では初となった。

■ UR 都市機構
（独立行政法人都市再生機構）

独立行政法人都市再生機構は、大
都市や地方中心都市における市街
地の整備改善や賃貸住宅の供給支
援などを主な目的とした国土交通
省所管の独立行政法人

■住宅団地計画懇談会の内容

①�各団地の希望者数
②�団地計画案
③�まちなみルールの提案
④�宅地（誰がどこに住むか）の決め方について
⑤�グループ懇談
　　�（元の地区のよかったところ／団地の配置／集
会所／共同倉庫／公園／ごみ置き場／まちなみ
ルール／宅地の決め方について　等）

⑥�今後の進め方　等

すすむ被災者の生活再建　［すまい再建事業］
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防災集団移転促進事業
平成 24年７月〜 10月

【事業化までの経過④】

計画検討と事業計画の作成

図 5-3　南北道路配置のイメージ図

平成 24年７月、第３回団地別ワークショップでは、

前回意見を踏まえ、街区構成や宅地価格の格差率等へ

の理解を深め、集会所、公園、ゴミ置き場などの配置

や区画決めの方法を話し合い、計画を修正していった。

なかでも東西方向道路による街区構成は南面と北面の

条件差が大きいとの意見があり、南北道路の構成が基

本となった。

同年 10月、第４回団地別ワークショップでは、ほ

ぼすべての団地計画の合意を確認し、まちなみルール

や区画決めの方法等について懇談。日照条件確保のた

めの斜線制限やブロック塀の高さ制限等が地区別に合

意され、区画決めの方法も複数案を示して意向把握に

努めた。

なお、当初は５団地が検討対象であったが、５世帯

以上が集まっての事業参加（持ち込み型）があり、２

団地（富倉８戸、雁小屋西６戸）が追加された。

● 防集移転団地ワークショップ ● 
移転団地ごとのワークショップでは、毎回様々なテーマが
話し合われ、住民が主役のまちなみルールが決められて
いった。また、町への要望等も細やかに対応した。

● 住宅団地計画懇談会 かわら版 ● 
ワークショップ後には、内容をまとめた『かわら板』を発行。
話し合いの経過や町からの回答などを掲載し、地域住民の意識
の共有を図った。

図 5-4
雁小屋団地の
決定までの流れ

すすむ被災者の生活再建　［すまい再建事業］

平成 24年 6月 平成 24年 3月

平成 25年 3月
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防災集団移転促進事業
平成 25年１月〜３月、７〜８月

【事業化までの経過⑥】

現地見学会と建築無料相談会

平成 25年３月、５団地の現地見学会を実施し、そ

の後画地決めの懇談会を開催した。画地決めは移転者

の重大な関心事であり、基本的には宅地の広さごとに

集まって話し合いを重ねて決めた。

多人数の団地では無記名による予備調査も一部行う

など慎重にすすめ、最終的に抽選により決定した区画

もあった。（なお、現地見学会は当初年明けに予定さ

れたが、工事遅延等の理由から３月実施となった）。

また、団地着工を受け、同年１月末および７月に、

住宅建築無料相談会を開催した。国際女性建築家会議

日本支部（UIFA　JAPON）の協力を得たもので、１

〜２月の１か月間に週４回ずつ、さらに 7月と 11月

にも実施し、約 50件の相談に応じた。

同年８月、富倉団地で町の防集団地第一号となる引

き渡し式が行われた。県内でも最初の宅地引き渡しと

なった。

図 5-5　住宅づくりの流れと相談の内容
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※①～③は例です。

①これからの設計
　を考える方

②依頼先と検討
　を進めている方

③ほぼ設計はできたが、
　実施設計の前に
　意見を聞きたい方

敷
地
位
置
の
確
定

入
　
居

ご意向をお聞き
し、住宅の基本
方針のまとめ
のお手伝い。

基本方針を再
確認・再検討し、
間取りのまとめ
や手直しのお手
伝い

悩んでいる点や補
助金、まちなみルー
ルへの対応などを
アドバイス

防災集団移転促進事業
平成 24年９月〜 12月

【事業化までの経過⑤】

用地買収と造成着工

平成 24年９月、移転先用地の買い取りを始め、同

月中に買収を終了した。１か月間という短期間で地権

者 90 人から全７団地分、合計約 16. ８ヘクタール、

172筆の買収をやり遂げた。

また、同年９月から沿岸被災地も契約会を開いて順

次買い取りを始め、２か月後の 11月段階で約５割の

買収を行った。これら用地買収は復興推進課８名の

チームが手がけた。

同年 12月には実施設計の概要が確定。第１回工事

として伐採工事、造成工事を発注し、全７団地で一斉

に着工した。これにより平成 25年度中の住宅建設着

手が見込めることとなった。

これに先立ち同年６月防集事業計画策定、７月復興

整備協議会による事業計画同意、９月地域森林計画変

更、都市計画法の開発許可同意など国・県への事業化

手続きが行われた。

表 5-1　地区別の被災状況

地区名 全被災住宅 うち津波
全壊住宅

移転促進区域 備　　　考
面積（ha） 世帯数

埓浜・作田 79 71 14.27 68 主に防集（作田東、作田西へ）
釣師 159 159 18.30 167 主に防集（岡、雁小屋へ）
大戸浜 110 101 15.02 104 主に防集（雁小屋、大戸浜へ）
中島 81 70 － － 区画整理事業を予定
小川 82 48 － － 一部で小規模住宅地区地区改良事業を予定
今泉 25 17 2.13 11 一部防集、一部近隣への移転

その他の地区 94 1 － －
合計 630 467 49.72 350

表 5-2　集団移転等の希望者数（平成 25 年 6 月時点）

団　地　名
面積
（ha）

団地別計 うち集団移転 うち災害町営
世帯数（世帯） 人口（人） 世帯数（世帯） 人口（人） 世帯数（世帯） 人口（人）

防災集団移転
＋

災害町営住宅

作田東地区 2.02 22 82 16 65 6 17
作田西地区 3.97 35 128 26 103 9 25
岡地区 1.85 31 92 17 60 14 32
雁小屋地区 5.47 83 284 56 213 27 71
大戸浜地区 2.82 33 83 22 56 11 27

防災集団移転
富倉地区 0.59 8 29 8 29 ー ー
雁小屋西地区 0.70 6 23 6 23 ー ー

災害町営住宅
愛宕東団地 0.69 30 68 ー ー 30 68
原団地 0.18 6 12 ー ー 6 12

合　　　　計 18.29 254 801 151 549 103 252

● 建設の経過 ●

写真 5-5　平成 24 年 12 月　着工前

写真 5-6　平成 25 年 4 月　造成途中

写真 5-8　画地の決定

写真 5-10　富倉団地での引き渡し式
再建者代表の東さんに引き渡し書が手渡された

写真 5-7　住宅に関する相談会

写真 5-9　防集見学会

すすむ被災者の生活再建　［すまい再建事業］

168新地町　震災と復興　— 50 年後の新地人へ —169 新地町　震災と復興　— 50 年後の新地人へ —



被災高齢者共同住宅事業
平成 25年２月〜 11月

コミュニティ施設がある
高齢者のための住居

●新たな絆が生まれる「ひとつ屋根の下」

平成 25年２月、被災高齢者共同住宅の安全祈願祭・

起工式が小川ソリ畑地内で行われた。台湾赤十字社の

支援金を受けて建設されるもので、屋根続きの共同住

宅、木造平屋３棟 22戸が整備された。

施設内には、給食支援やボランティアによる生活支

援、介護予防サービスなどに利用できる共有スペース

があり、入居者同士の集会所としても利用できる。同

住宅の入居対象者は、被災した 65歳以上の単身者や

夫婦世帯で、同年 11月から入居が始まった。

近隣には商業施設や医療機関もあり、買い物や通院

の移動の不便を少なくした。

災害町営住宅事業
平成 25年１月〜 12月

愛宕東 30戸
駒ケ嶺原６戸建設

写真 5-11　愛宕東災害町営住宅

写真 5-12　駒ケ嶺原災害町営住宅

写真 5-13　被災高齢者共同住宅の竣工式

写真 5-14　完成した被災高齢者共同住宅

平成 25年１月、愛宕東災害町営住宅の安全祈願祭・

着工式を行った。町の中心部の新地町地区に鉄筋コン

クリート造の全４棟 30戸の集合住宅を整備したもの

で同年 12月完成し、入居が始まった。愛宕東はＵＲ

都市再生機構がコーディネイトをした。

同年８月、駒ケ嶺原災害町営住宅が建築工事に着手

した。総合運動公園南側の駒ケ嶺原地区に建設される

戸建て６戸で同年 12 月完成し、平成 26 年１月から

入居が始まった。

このほか、作田東、作田西、岡、雁小屋、大戸浜の

５つの防災集団移転団地内に 67戸、中島地区の土地

区画整理事業地内 30戸の整備を計画している。いず

れも、入居後の買い取りを想定して、戸建て住宅が予

定されている。

［作田西住宅団地］［作田東住宅団地］［岡住宅団地］

［大戸浜住宅団地］［富倉住宅団地］［雁小屋西住宅団地］

● 防災集団移転団地造成の様子とイメージ ●

［雁小屋住宅団地］

すすむ被災者の生活再建　［すまい再建事業］
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平成 25年 5月

横浜市の土を
復興事業の資材に利用

防災集団移転促進事業
平成 25年 7月

「オーダーメードの再建」
高い評価

●土不足の課題解決へ

駅前広場や防災集団移転団地の造成、沿岸部の開発

などで、事業の造成工事などで 270 万㎥もの大量の

土砂が必要となるが、町内だけでこれだけの量の土砂

を調達するのはとても困難な状況だった。そこで、被

災地支援などを通してつながりのあった横浜市から、

新地町と宮城県山元町は土砂の提供を受けることにな

り、25年度には山元町と併せて約 15万㎥の土砂の提

供を受けた。

集団移転事業は、元の地区のコミュニティが維持でき

るよう配慮し、各人の事情やニーズを汲み上げ、時間を

かけて話し合いが行われた。こうした取り組みは「オー

ダーメードの再建」「住民主役のまちづくり」として日

弁連災害復興支援委員会からも高く評価された。

写真 5-15　協定書を取り交わす加藤町長（左）、
鈴木横浜市副市長（中央）、齋藤山元町長（右）

（福島民報 平成 25 年 7 月 18 日掲載）

（福島民友 平成 25 年 7 月 18 日掲載）

方
向
性
に
つ
い
て
考
え
て
い
く
た
め
、
平

成
25
年
３
月
25
日
に
「
環
境
と
暮
ら
し
の

未
来
が
見
え
る
ま
ち
」
を
テ
ー
マ
に
、
環

境
都
市
町
民
フ
ォ
ー
ラ
ム
を
農
村
環
境
改

善
セ
ン
タ
ー
に
て
開
催
し
、
基
調
講
演
と

パ
ネ
ル
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
行
い
ま
し

た
。パ

ネ
ラ
ー
と
な
っ
た
先
生
方
に
は
、
新

地
町
の
環
境
都
市
の
実
現
に
向
け
た
夢
や

課
題
を
、
内
外
の
事
例
な
ど
を
交
え
な
が

ら
、
幅
広
く
議
論
し
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

平
成
25
年
10
月
・
11
月
に
全
３
回
の

「
環
境
ま
ち
づ
く
り
町
民
講
座
」
を
開
催

し
ま
し
た
。
同
講
座
は
、
環
境
や
エ
ネ
ル

ギ
ー
に
つ
い
て
学
び
、
人
材
の
育
成
を
図

る
も
の
で
、
復
興
・
環
境
・
経
済
が
調
和

し
た
町
の
暮
ら
し
や
将
来
性
に
つ
い
て
学

び
ま
し
た
。

講
師
に
は
、
基
本
協
定
を
結
ん
だ
独
立

行
政
法
人
国
立
環
境
研
究
所
の
諸
先
生
を

迎
え
、
環
境
未
来
都
市
に
関
す
る
様
々
な

テ
ー
マ
に
つ
い
て
、
3
回
に
わ
た
り
開
催

さ
れ
ま
し
た
。

本
町
が
、
国
の
新
成
長
戦
略
の
一
つ
で
あ
る
環
境
未
来
都
市
に
選
定
さ
れ
た
こ
と
で
、
省

エ
ネ
や
超
高
齢
化
に
対
応
し
た
事
業
な
ど
の
推
進
に
弾
み
が
つ
き
ま
し
た
。
環
境
と
経
済
が

調
和
し
た
持
続
可
能
な
環
境
都
市
の
暮
ら
し
と
産
業
の
実
現
に
向
け
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

環
境
未
来
都
市
の
構
築

写真 5-16
基本協定締結式

写真 5-17　藤田壮氏による講演写真 5-18　パネルディスカッションで議論

平
成
25
年
３
月
、
町
は
、
独
立
行
政
法

人
国
立
環
境
研
究
所
（
茨
城
県
つ
く
ば

市
）
と
、
復
興
と
環
境
都
市
の
推
進
に
関

す
る
連
携
・
協
力
を
内
容
と
す
る
基
本
協

定
を
締
結
し
、
そ
の
締
結
式
が
役
場
正
庁

で
行
わ
れ
ま
し
た
。

同
研
究
所
と
の
交
流
は
、
環
境
未
来
都

市
に
選
定
さ
れ
た
本
町
が
環
境
都
市
を
め

ざ
す
な
か
で
、
事
業
へ
の
さ
ま
ざ
ま
な
助

言
や
提
案
を
受
け
た
こ
と
が
始
ま
り
で
す
。

そ
う
し
た
関
係
を
よ
り
深
め
る
た
め
に
、

基
本
協
定
の
締
結
と
な
り
ま
し
た
。

基
本
協
定
の
内
容
は
、
互
い
の
情
報
・

資
料
・
研
究
成
果
等
の
活
用
、
環
境
分
野

に
お
け
る
人
材
の
育
成
、
研
究
成
果
等
の

地
域
還
元
及
び
普
及
で
、
相
互
の
関
係
を

深
め
つ
つ
、
町
の
構
想
実
現
に
向
け
て
連

携
・
協
力
し
て
い
く
こ
と
と
し
ま
し
た
。

町
で
は
、
復
興
と
一
体
と
な
っ
た
環
境

都
市
の
実
現
に
向
け
、
こ
れ
か
ら
の
町
の

国
立
環
境
研
究
所
と

連
携
・
協
力

環
境
都
市

町
民
フ
ォ
ー
ラ
ム

環
境
ま
ち
づ
く
り

町
民
講
座
開
催
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派　遣　元 配　属　先 氏　　　名
和歌山県みなべ町 復興推進課�事業係 越本　進男
長崎県諫早市 建設課�下水道係

（旧都市計画課下水道係）
森　　繁幸 野田　祐一 宮嵜　　修 松竹　慎吾 黒田　康敬
中村　信介 中島　富男

建設課�建設係 村田　泰彦 村中　道治
農林水産課 山口　典秀 古畑　　覚

長崎県島原市 建設課�建設係 濱部　和宏 吉田　史郎 小林　和徳 本多　博信 野口　一敏
高知県 復興推進課�事業係 野中　隆一
三重県四日市市 都市計画課�都市計画係 山田　広幸 杉浦　　作
千葉県 都市計画課�都市計画係 大原　　優

福島県任期付
復興推進課 吉野　　豊 山中　秀和
都市計画課�住宅係 伊藤　一一

国土交通省北海道開発局 農林水産課 本居　範隆 斎藤　大作 藤井　浩司 今泉　祐治 佐々木聖彰
肱岡　恒徳 村井　優峰 太田　孝行 小林　慎一 吉木　　淳
池田　泰久 齋藤　元気 高木　知貴 嶋　　導宏 西川　幸秀
金谷　訓志 柴田　聖樹 玉井　良政 小柳　大介 須田　佳大
大川　康広 三浦　　聖 佐々木祐一 池下　貴之 土田　健介
佐藤　　明 川岸　佳史 太田日出春 茶木　誠也 加藤　　拓
佐藤　尚人 春田　恵太 嶋村　幸仁 福士　泰規 佐藤　貴彦
駒形　雄樹 須田　一正 九本　康嗣 辻内　　剛 竹谷　幸晴
佐々木　智 雪田　久史 北村　英士 都松　映宏 山根　英資
菅家　　航 佐藤　広輝 橋本　典昭 野中　一瞳 遠藤　英樹
高谷　誉将 太田日出晴 長島　繁男 林　晋太郎 幸口　　岳
小西　克己 水木　　淳 相澤　俊也 佐々木伸夫 鈴木　富雄
栗田啓太郎 森本　忠明 齋藤　寿志 高岡　　潤 曽山清十郎
竹内　基裕 稲船　直人 飯野　昌宏 河田　雅博 高橋　知也
角野　　豊

滋賀県 農林水産課 小川　雅広 藤江　　学 竹山　　徹 大森　俊之 大林　博幸
森川　　学 小川　博司 井狩　康一 中尾　　敦 山川　剛史
国門　智志 西崎　　誠 吉川　浩一 水谷　　智 畑中　隆行

■ 派遣職員 一覧（敬称略）

全国からの応援職員

■ 職員派遣期間

23年度 24年度 25年度
4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

和歌山県みなべ町
長崎県諫早市
長崎県島原市
高  知  県

三重県四日市市
千  葉  県
福島県任期付
国土交通省
北海道開発局
滋  賀  県

派遣元
年度

新地町ではこれまでに、全国から 110 名の人的支援をいただいています。技術提供や経験によるアドバイスなど、
応援派遣の方々の支援により、復旧・復興事業が進んでいます。

義援金等の状況

（平成 26年 3月1日現在）

（単位：円）

国義援金
（赤十字等） 県義援金 町義援金

全壊（世帯当たり） 1,171,808 171,000 8,000

大規模半壊、半壊（世帯当たり） 590,904 110,500 8,000

半壊以上（一人当たり） ー ー 68,500

死亡（一人当たり）
生計維持者 1,171,808 121,000 0

その他 1,171,808 121,000 0

孤児（一人当たり） ー 1,000,000 201,000

遺児（一人当たり） ー 500,000 201,000

（単位：円）

国災害弔慰金 町災害弔慰金 町災害見舞金

全壊（世帯当たり） ー ー 100,000

大規模半壊、半壊（世帯当たり） ー ー 100,000

死亡（一人当たり）
生計維持者 5,000,000 100,000 ー

その他 2,500,000 100,000 ー

項　目
対　象

項　目
対　象
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町
の
産
業
は
、
農
地
の
浸
水
、
漁
港
の
損
壊
、
風
評
被
害
な
ど
、
震
災

に
よ
っ
て
こ
れ
ま
で
に
な
い
大
打
撃
を
受
け
ま
し
た
。
各
産
業
を
復
興
し

仕
事
を
と
り
も
ど
す
こ
と
は
、
町
民
の
生
活
基
盤
を
支
え
る
た
め
に
も
不

可
欠
で
す
。
農
業
や
漁
業
な
ど
既
存
産
業
の
復
興
を
図
る
と
と
も
に
、
再

生
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
活
用
や
都
市
住
民
と
の
交
流
な
ど
、
新
た
な
産
業
の
創

出
に
も
取
り
組
み
ま
す
。

仕
事
を
取
り
戻
す
［
農
水
産
業
・
商
工
業
の
再
興
］

町
で
は
津
波
被
害
だ
け
で
な
く
、
原
発

事
故
に
よ
る
影
響
も
大
き
く
、
各
方
面
で

風
評
被
害
に
苦
し
み
ま
し
た
。
こ
う
し
た

状
況
を
一
刻
も
早
く
打
開
す
る
た
め
、
町

や
住
民
を
は
じ
め
、
行
政
や
民
間
団
体
等

が
一
体
と
な
っ
て
の
取
り
組
み
が
推
進
さ

れ
ま
し
た
。

農
業
で
は
、
町
内
農
地
9
8
0
ヘ
ク
タ

ー
ル
の
約
40
％
に
あ
た
る
約
４
２
0
ヘ
ク

タ
ー
ル
が
被
災
、
堆
積
し
た
ヘ
ド
ロ
は
最

大
40
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
そ
の
下
に
ガ
レ

キ
が
埋
ま
っ
て
い
る
と
い
う
甚
大
な
被
害

を
受
け
、
多
く
の
農
業
機
械
も
流
失
し
ま

し
た
。
こ
う
し
た
被
災
農
家
の
経
営
再
開

を
支
援
す
る
た
め
、
農
業
の
正
常
化
に
向

け
、
被
災
農
地
の
除
塩
及
び
復
旧
工
事
、

排
水
機
場
の
復
旧
及
び
排
水
路
の
整
備
な

ど
が
進
め
ら
れ
ま
し
た
。

そ
の
一
方
で
、
新
た
な
町
の
農
業
再
興

農業の
復興

勤労者への
支援

新たな産業
の創出

水産業の
復興

商工業の
復興

農業・水産業・
商工業の復興

農
業
・
漁
業
の

正
常
化
へ

に
向
け
た
取
り
組
み
も
行
わ
れ
、
ニ
ラ
や

イ
チ
ジ
ク
な
ど
特
産
品
を
活
か
し
た
６
次

産
業
化
、
さ
ら
に
低
炭
素
・
省
エ
ネ
に
よ

る
大
規
模
野
菜
工
場
の
誘
致
な
ど
に
も
取

り
組
ん
で
い
ま
す
。

水
産
業
で
は
、
津
波
被
害
に
よ
り
相
馬

双
葉
漁
業
協
同
組
合
新
地
支
所
所
属
の
11

隻
の
漁
船
が
流
失
し
ま
し
た
が
、
沖
に
避

難
し
た
34
隻
は
被
害
を
免
れ
ま
し
た
。
し

か
し
、
船
は
あ
っ
て
も
漁
港
施
設
の
被
災

や
原
発
事
故
の
影
響
に
よ
り
、
一
部
魚
種

を
除
い
て
す
べ
て
の
操
業
自
粛
が
続
き
ま

し
た
。
そ
れ
で
も
操
業
再
開
に
向
け
て
、

釣
師
浜
漁
港
や
漁
業
施
設
な
ど
の
復
旧
工

事
が
始
ま
り
、
釣
師
浜
漁
港
の
本
体
分
は

福
島
県
で
修
築
・
復
旧
を
行
い
、
建
物
、

荷
捌
き
施
設
、
漁
具
倉
庫
等
の
設
備
関
係

の
復
旧
に
は
復
興
交
付
金
を
活
用
し
ま
し

た
。
ま
た
、
沖
合
、
底
引
き
網
に
よ
る
試

漁
港
の
復
旧

操
業
再
開
に
向
け
て

験
操
業
と
ガ
レ
キ
処
理
を
実
施
し
ま
し
た
。

商
工
業
で
は
、
店
舗
や
事
業
所
の
事
業

活
動
を
再
開
す
る
た
め
、
店
舗
や
事
務
所

な
ど
の
仮
設
施
設
の
整
備
、
中
小
企
業
等

グ
ル
ー
プ
施
設
等
復
旧
整
備
補
助
事
業
な

ど
を
行
い
、
経
営
再
建
に
向
け
た
支
援
を

推
進
し
ま
し
た
。

そ
の
他
、「
が
ん
ば
ろ
う
福
島
」
絆
づ

く
り
応
援
事
業
な
ど
を
活
用
し
、
勤
労
者

の
支
援
な
ど
に
も
取
り
組
み
ま
し
た
。

写真 5-19　試験操業で水揚げされたシラス

写真 5-20　防波堤再建（相馬港）

写真 5-21　農地の整備

H14

（㌶）
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100

200

300

400

500

600

700

640 628 651 655
669 661 667 660 662

387
451

513

H14

（㌧）

H15 H16 H17 H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H250

1000

2000

3000

4000

3,280

2,410

3,420

3,330
3,300

3,320
3,270

3,300

3,500

1,980
2,291

2,606

図 5-6　米の作付面積（㌶）の推移

図 5-7　米の収穫量（㌧）の推移

震災前は 650 ヘクター
ル前後の水田で作付け
が行われてきたが、平成
23 年は例年の６割程度
の 387�ヘクタールの作
付けだった

冷夏による不作となっ
た平成15 年以外は、約
3,300トン〜3,500トンの
収穫があったが、震災が
あった平成23年は2,000�
トンを下回った

仕事をとりもどす　［農水産業・商工業の再興］
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仮設施設整備事業
平成 23年 8月

店舗等の再開拠点を整備

平成 23年 8月、被災した店舗や事務所などの再開

拠点として、谷地小屋字萩崎の菅野医院東側に４区

画、駒ケ嶺６号バイパス相馬共火西側に６区画の仮設

店舗・仮設事務所が整備された。

谷地小屋地区では、健歯科クリニック（歯科医）、

ヨシダ美容室（美容業）、角屋（衣料品販売）、桜井電

器（家電販売・修理）が営業を再開した。

駒ケ嶺地区では、相馬ブレード（金属研磨業）、佐

藤已代治商店（日用雑貨等小売業）、相双教育用品（学

校教材販売業）、山口特殊工場（機械器具設置業）、か

ね幸水産（鮮魚・総菜販売業）、谷田部板金（建築板

金業）が事業を再開した。

小川公園仮設住宅入り口付近でも仮設店舗１棟を整

備し、マルト水産が営業を再開。

写真 5-22　新地町と中小機構が共同で整備

写真 5-23　仮設店舗内部

農地災害復旧事業
平成 24年 9月

町内８地区で農地復旧を実施

町内農地は埓浜、釣師、大戸、小川地区を中心に約

424ヘクタールが浸水したため、津波被害地を８地区

に分け、平成 24年 9月より農地の復旧工事を実施し

た。ガレキ撤去や均平作業、畦畔の整備、用水路・排

水路の整備、農道の整備等が総合的に行われた。

ため池、農道、用・排水路、揚水機場及び町内６地

区にある排水機場の復旧工事は、順次施工し、平成

25年度に機械設備が完了し、建物、吐出口は、平成

26年度に完了する予定。

農地の復旧工事は同 25年度中に約 130ヘクタール

が完了し、同 26 年度に約 60 ヘクタールの作付け計

画があり、同 27 年度以降は約 75 ヘクタールの工事

を完了する予定。

写真 5-24　平成 23 年 3 月 ガレキが堆積した農地

写真 5-25　平成 25 年 5 月 除塩やガレキ撤去を行い復旧

農地用災害復旧関連区画整理事業
平成 25年５月

県営ほ場整備（作田前）着工

平成 25年５月、農地用災害復旧関連区画整理事業

作田前地区（県営）の工事安全祈願祭が執り行われた。

同事業は、震災前の新地駅の北西から国道６号まで

の約 28 ヘクタールの水田のほ場整備をするもので、

大きさや形がバラバラな複数の水田を１ヘクタールの

大区画水田に整え農作業の効率化を図るというもの。

同事業は、もともと平成 22〜 27年までの工期で「作

田前ほ場整事業」として計画されていたが、津波被害

により中断を余儀なくされていた。今回、流入したガ

レキ撤去などの農地災害復旧事業とほ場整事業を組み

合わせた「農地用災害復旧関連区画整理事業」として

着手することとなった。町の農業振興に寄与する事業

として期待されている。

写真 5-26　安全祈願祭の模様

図 5-8　県営ほ場整備（作田前）

新・新地駅

国道６号 仙台方面

相馬方面

ほ場整備エリア

米の全袋検査開始
平成 24年 9月

風評被害に立ち向かう
安心安全の情報発信を

原発事故の影響による風評被害への対応では、正確

な情報を消費者へ発信するため、農家や農業関係者

らによる「新地の恵み安全対策協議会」を発足。平成

24年９月から協議会による米の全袋検査及び食品の

簡易分析を実施した。

平成 24 年度から始まった米の全袋検査は、１日

1300 〜 1500 袋の検査を全自動で行うもので、９月

から 11月頃までＪＡそうま新地総合支店のライスセ

ンターで実施された。平成 24年度、25年度ともに、

全ての米が基準値未満の結果であった。

食品の簡易分析は、地元の直売所「あぐりや」で実

施しており、野菜をはじめとした様々な農産物につい

て、安心安全の徹底に努めている。

農家から運ばれた
米は１袋ずつ検査を
行った。ベルトコンベ
アーを流れ、機械の
中を通過すると、放
射線量が計測される

［米の全袋検査］

仕事をとりもどす　［農水産業・商工業の再興］
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先端農業産業化システム実証事業
平成 25年９月

産・学・官の連携
高糖度トマトの生産販売

水産業の復興
平成 25年 10月

試験操業でシラス水揚げ

平成 25年９月、本町と明治大学のサンゴ砂礫農法

による高糖度トマトの生産とブランド化の提案が、経

済産業省の補助事業「先端農業産業化システム実証事

業」に選定された。

この事業は町の農業法人新地アグリグリーンと明治

大学、ヨークベニマル、清水建設が共同で行うもので、

産・学・官の連携で実現した。

サンゴ砂礫農法は明治大学が特許保有する新農法

で、土の代わりにサンゴ砂などを使用し、付加価値の

高い高糖度トマトの大量生産を可能にした。アグリグ

リーンでは事業復興の目玉としてこの農法による栽培

を手がけ、年間約 30〜 35トンの生産を見込んでいる。

収穫されたトマトはヨークベニマルの県内主要店舗で

販売される予定で、新地産のブランド化で町活性化の

起爆剤になると期待されている。

平成 25 年 10 月、相馬双葉漁業協同組合によるシ

ラスの試験操業が、45隻が参加して実施された。沿

岸から約 10㎞の海域で約５〜６時間操業し、３年ぶ

りのシラス漁となった。

当日の釣師浜漁港への魚の水揚げは震災後初のこと

で、釣師浜と松川浦漁港を合わせて約 3.7トンのシラ

スが水揚げされた。シラスは生と加工した状態で、漁

港の検査室で放射線物質検査を受けたが、ともに不検

出（検出限界値未満）だったため県内外の市場に出荷

された。

写真 5-27　産・学・官の連携
（前列左から）赤坂新地アグリグリーン代表取締役、伊藤
明治大学副学長、加藤町長、中林准教授、脇坂ヨークベ
ニマル部長（後列左から）山本清水建設部長、内田清水
建設上席エンジニア、佐藤副町長、河内新地アグリグリー
ン取締役、平間企画振興課長、吉田農林水産課長

写真 5-28　栽培の様子

水揚げされたシラスは、生
と加工した状態で検査を受
け、結果はともに不検出だっ
たため、県内外の市場に出
荷された

［水揚げされたシラスの放射性物質検査］

水揚げ作業

トラックで松川浦漁港へ

放射性物質検査

放射性物質は不検出

試験操業準備

商工業の復興
平成 25年 12月

町の銘菓を共同開発

商工業の復興
平成 26年３月

東北アンモニアセンターを
再興

平成 25 年 11 月の復興産業まつりで、町の特産の

ニラとネギ味噌を使った「かりん糖」が新たな銘菓と

して披露され好評を博した。これは JAそうま園芸部

会新地支部が、キリングループの「復興応援キリン絆

プロジェクト」の助成を受けて東京・西東京市にある

旭製菓と共同開発した製品。新しい農水産物の形とし

て生産から加工、販売までを一体的に行う「６次産業」

（１〜３次産業を掛けた産業の意）が注目されるが、

町内でもそうした取り組みが始まった。今後はリンゴ

やトマト、ソバなどの味付けも開発する。

また、地産地消の取り組みとして、特産のイチジク

を使って「焼き肉のたれ」を「味菜くらぶ」が作るな

ど、地元の団体が新地産の農産物を使った加工品作り

や食育運動を展開している。

平成 26年３月、昭和電工（株）の東北アンモニア

センターが相馬港５号ふ頭に完成した。同センターは、

震災で全壊した基地を復興するもので、液化アンモニ

ア船舶受入設備、タンクローリー車充填出荷設備、ア

ンモニア水製造設備などを再興した。

震災に耐えた液化アンモニア貯槽２基は再使用さ

れ、震災の教訓から、液化アンモニアタンクローリー

車駐車場や管理事務所は、相馬中核工場団地東地区Ｘ

区画内に新設される。

センター完成により液化アンモニア荷役数量は年間

１万トンが見込まれ、地域復興に大きな期待が寄せら

れている。

写真 5-29　新
し ん ち

地ゃん味菜「かりん糖」

写真 5-30　新しい農業の形を目指す

仕事をとりもどす　［農水産業・商工業の再興］

写真 5-31　再建地（相馬港５号ふ頭）

写真 5-32　震災に耐えた液化アンモニア貯槽を再使用
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● 農地被災の様子と復旧状況 ●

スクリーン工法による
ガレキ処理

バイブロフレックスによる
掻き起こし＋人力によるガレキ拾い

農地のガレキ処理
［車田地区］

［長谷地地区］

［中田地区］

● 排水機場の被災状況 ●
［今泉排水機場］

［中浜田排水機場］

［大戸浜排水機場］

仕事をとりもどす　［農水産業・商工業の再興］
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県
が
担
当
す
る
道
路
整
備
事
業
（
上
右

図
、
緑
色
表
示
）
に
は
、
常
磐
自
動
車
道

新
地
イ
ン
タ
ー
の
入
り
口
（
①
）
と
県
道

赤
柴
中
島
線
（
②
）
が
あ
り
ま
す
。

河
川
の
堆
砂
の
撤
去
作
業
で
は
、
３
河

川
約
５
８
０
０
㎡
の
土
砂
撤
去
を
行
い
、

立
田
川
は
J
Ｒ
下
か
ら
藤
見
橋
の
あ
い
だ

（
③
）、
砂
子
田
川
は
坂
下
橋
か
ら
約
５
０

０
m
の
あ
い
だ
（
④
）、
三
滝
川
は
国
道

６
号
か
ら
大
橋
ま
で
の
あ
い
だ
（
⑤
）
が

対
象
と
な
り
、
平
成
25
年
度
中
に
完
了
し

ま
し
た
。
さ
ら
に
、
河
川
の
改
修
工
事
が

２
カ
所
あ
り
、
立
田
川
（
⑥
）
で
は
観
音

橋
か
ら
学
校
橋
ま
で
の
約
２
０
０
m
、
地

蔵
川
（
⑦
）
で
は
立
田
川
の
合
流
地
点
ま

で
か
さ
上
げ
等
を
行
い
ま
す
。

上
右
図
の
青
色
は
、
今
回
の
震
災
に
よ

っ
て
災
害
指
定
を
受
け
た
49
カ
所
の
町
道

で
す
。
こ
れ
ま
で
に
48
カ
所
の
工
事
が
完

了
し
て
い
ま
す
。

安
心
で
き
る
暮
ら
し
を
［
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
整
備
と
医
療
・
福
祉
の
充
実
］

震
災
で
は
本
町
の
道
路
・
交
通
体
系
は

も
ち
ろ
ん
の
こ
と
、
海
岸
堤
防
・
河
川
な

ど
も
大
き
な
被
害
を
受
け
ま
し
た
。

町
の
道
路
の
復
旧
整
備
で
は
、
避
難
道

路
や
復
興
団
地
の
連
絡
道
を
優
先
し
、
復

興
交
付
金
事
業
と
社
会
資
本
整
備
総
合
交

付
金
事
業
に
よ
り
整
備
を
し
ま
す
。（
上

図
、
赤
色
表
示
）

大
戸
浜
富
倉
線
（
①
）
は
、
大
戸
浜
地

区
の
避
難
道
路
で
、
延
長
１
０
３
９
m
の

二
車
線
道
路
で
町
道
中
島
今
泉
線
ま
で
整

備
さ
れ
ま
す
。
宮
田
踏
込
畑
線
（
②
）
も

避
難
道
路
の
位
置
づ
け
で
、
大
戸
浜
の
緑

避
難
道
路
や
復
興
団
地
の

連
絡
道
を
優
先

地
広
場
か
ら
大
戸
浜
富
倉
線
の
避
難
道
に

接
続
す
る
延
長
５
０
０
m
の
道
路
で
す
。

雁
小
屋
北
線
（
③
）
は
、
県
道
赤
柴
中

島
線
に
通
じ
る
延
長
１
６
０
ｍ
の
二
車
線

道
路
で
、
途
中
の
砂
子
田
川
の
橋
梁
は
架

け
代
え
の
予
定
。

大
戸
浜
富
倉
線
（
④
）
は
、
富
倉
公
会

堂
か
ら
町
道
中
島
今
泉
線
ま
で
の
道
路
で

す
。
大
作
赤
柴
線
（
⑤
）
は
、
新
地
南
工

業
団
地
と
常
磐
自
動
車
道
の
新
地
イ
ン
タ

ー
チ
ェ
ン
ジ
の
ア
ク
セ
ス
道
路
で
、
延
長

１
２
６
３
m
。

鴻
ノ
巣
線
（
⑥
）
で
は
、
新
地
イ
ン
タ

ー
の
南
側
に
常
磐
自
動
車
道
の
高
速
バ
ス

乗
り
場
を
計
画
中
で
道
路
延
長
４
５
０
m
、

二
車
線
道
路
の
予
定
で
す
。

県
の
事
業
も
着
々

49
カ
所
の
災
害
査
定

上
図
は
、
道
路
河
川
海
岸
事
業
の
概
要

を
示
し
た
も
の
で
す
。

市
街
地
相
互
の
接
続
道
路
で
あ
る
、
県

道
相
馬
亘
理
線
（
①
）、
県
道
赤
柴
中
島

線
（
②
）、
新
地
停
車
場
釣
師
線
（
③
）、

新
金
山
新
地
停
車
場
線
（
④
）
は
復
興
交

付
金
事
業
で
整
備
さ
れ
ま
す
。
現
金
山
新

地
停
車
場
線
で
は
、
土
地
区
画
整
理
事
業

の
計
画
に
合
わ
せ
運
搬
道
路
と
し
て
の
整

備
を
進
め
ま
す
。

砂
子
田
川
の
河
川
事
業
（
⑤
）
は
、
国

道
６
号
か
ら
河
口
ま
で
の
改
修
事
業
で
す
。

防
災
緑
地
（
⑥
）
は
検
討
中
で
す
。

相
馬
亘
理
線
の
現
道
の
災
害
復
旧
事
業

（
⑦
）
は
今
後
の
復
興
計
画
を
考
慮
し
て

整
備
が
図
ら
れ
ま
す
。

木
崎
海
岸
の
復
旧
事
業
（
⑧
）
は
復
旧

延
長
１
３
７
３
m
、
釣
師
浜
漁
港
海
岸
の

復
旧
事
業
（
⑨
）
は
復
旧
延
長
１
６
３
５

m
で
、
そ
れ
ぞ
れ
防
潮
堤
が
整
備
さ
れ
ま

す
。河

川
の
災
害
復
旧
事
業
で
は
、
三
滝
川

の
取
付
部
（
⑩
）、
濁
川
（
⑪
）、
三
滝
川

（
⑫
）、
埓
川
（
⑬
）
な
ど
で
損
壊
や
地
盤

沈
下
し
た
場
所
の
復
旧
工
事
が
実
施
さ
れ

ま
す
。

J
R
常
磐
線
や
相
馬
亘
理
線
な
ど
町
の
骨
格
と
な
る
道
路
・
交
通
体
系
は
被
災
し
、

上
下
水
道
管
の
損
壊
や
電
柱
・
電
線
の
倒
壊
・
流
失
に
よ
り
町
の
ラ
イ
フ
ラ
イ
ン
も

寸
断
さ
れ
ま
し
た
。
安
心
の
暮
ら
し
を
取
り
戻
す
た
め
に
は
、
こ
う
し
た
社
会
基
盤

の
早
期
復
旧
を
図
る
と
と
も
に
、
活
力
あ
る
新
し
い
町
づ
く
り
に
向
け
た
道
路
や
鉄

道
等
の
復
興
・
整
備
、
さ
ら
に
医
療
・
福
祉
の
充
実
な
ど
が
求
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

接
続
道
路
の
整
備
と

海
岸
・
河
川
の
復
旧

町・県　道路河川海岸
事業の概要（1）

町・県　道路河川海岸
事業の概要（2）

安心できる暮らしを　［ライフライン整備と医療・福祉の充実］

番号 事 業 名 路 線 名
公共災害復旧事業（34カ所）北原線外

① 復興交付金事業 大戸浜富倉線

② 復興交付金事業 宮田踏込畑線

③ 復興交付金事業 雁小屋北線

④ 社会資本整備総合交付金事業 大戸浜富倉線

⑤ 社会資本整備総合交付金事業 大作赤柴線

⑥ 社会資本整備総合交付金事業 鴻ノ巣線

【町事業】
災害復旧事業 工事完了

H26年度以降工事

新設改良事業
工事完了
工事施工中
測量設計発注済
又は H26年度以降工事

番号 事業種別 路線名

① 道路事業 国道 113 号

② 道路事業 赤柴中島線

③ 維持管理事業 立田川

④ 維持管理事業 砂子田川

⑤ 維持管理事業 三滝川

⑥ 河川改修事業 立田川

⑦ 河川改修事業 地蔵川

【県事業】（沿岸部以外）
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除染実施計画
平成 23年 12月〜 24年６月

除染実施計画を策定

平成 23 年 12 月、本町は「放射性物質汚染対処特

措法に基づく汚染状況重点調査地域に指定された。町

では、国の「除染に関する緊急実施基本方針」により「新

地町除染計画（第１版）を策定し、長期的な追加被ば

く線量年間１mSV 以下を目標に、除染に努めること

になった。

平成 24年 6月、同除染計画を法定計画とするため

に策定された「新地町除染実施計画（第２版）」が環

境大臣より正式に承認された。これにより町では今後、

実施計画に基づき除染に取り組むこととなった。

実施計画の概要は左記のとおりである。

■ 基本方針

町内全域を除染実施区域とし、長期的な追加
被ばく線量年間１mSV以下を目標とする

■ 計画期間

平成23年12月〜平成28年３月末

■ 優先順位

放射線の影響を受けやすい子どもの生活空間
（保育所、学校施設等）を考慮して優先順位
を定める

■ 除染の実施

除染作業は、空間線量率に応じて適切な除染
方法で実施する

■ 除去土壌等の処理

除去土壌等は、国設置の「中間貯蔵施設」に
搬入するまでのあいだは、町が設置する仮置
場に運搬・保管する。保管期間は３〜５年

■ 除染作業スケジュール

優先
順位 除染対象 23年度 24年度 25年度 26年度 27年度

1
保育所、小・中学校、
学童保育施設、
通学路、側溝

2

公園、公共施設
経過を観 察
し、追加除染
が必要な場合
は、適宜対応住宅・宅地

それに付随する建物
生活路、側溝

3

店舗・工場

経過を観 察
し、追加除染
が必要な場合
は、適宜対応

その他の道路

農地、森林（生活圏）
牧草地

4 森林（その他）、河川
農業用ため池 今後、国から示される方針に基づき対応

経過を観察し、追加
除染が必要な場合は、
適宜対応

各地区において詳細調査を行い、
除染方針を決定

各地区において詳細調査を行い、
除染方針を決定

各地区において詳細調査を行い、
除染方針を決定

各地区において詳細調査を行い、
除染方針を決定

■ 除染・処分の流れ

除染による放射性物質の除去

仮置場又は除染現場での保管

中間貯蔵施設での保管

最終処分施設での処分

安心できる暮らしを　［ライフライン整備と医療・福祉の充実］

写真 5-33　防災集団移転団地の視察

写真 5-34　愛宕東災害町営住宅視察

新地町議会は、震災直後から「東日本大震災災害対

策特別委員会」を設置し、町の復旧に向け生活の再建、

雇用の確保、JR の早期復旧、農・漁業の再生、放射

能除染などの調査・提案を行った。平成 23 年 12 月

から、「新地町復興対策特別委員会」を設置し、調査

検討・防災計画等の見直しを含め、町民が安心して暮

らせる町づくりについて町に要請を行っている。

今も多くの被災者が仮設住宅などで生活を送ってお

り、一日も早い復興に向けて、引き続き生活再建、雇

用の確保、ＪＲの早期復旧、農・漁業の再生、放射能

除染など町民が安心して暮せる町づくりの取り組みが

必要である。

将来にわたって持続可能な地域社会を構築するのが

真の復興であり、そのためには、住民生活の基盤とな

る産業・雇用の確立を図っていかなければならない。

新地町の一日も早い復興のため、町民の代表として

各種事業の進捗状況などを調査検討していく。

第 1回 平成23年
12月21日 ・復興計画について

第 2回 平成24年
1 月 12 日

・防災集団移転計画について
・農地災害の復旧について
・土地利用計画について

第 3回 2月10日

・新地町復興計画について
・復興交付金について
・�福島第一原子力発電所事故の現状と
課題について
・補償問題について

第 4回 2月27日 ・新地町復興計画について

第 5回 5月18日
・農地の復旧について
・除染関係について
・防災集団移転関係について

第 6回 7月19日 ・復興整備計画（案）について

第 7回 8月20日

・�防災集団移転促進事業の買取計画及
び進捗状況
・自力再建支援事業の状況について
・�被災高齢者共同住宅整備事業の進捗
状況について
・復興交付金について
・JRの復興計画について
・�中島地区の都市再生区画整理事業及
び津波拠点地域復興市街地整備事業
の計画について

第 8回 10月24日
・防災集団移転促進事業について
・JRの進捗状況について
・農地災害復旧工事について

第 9回 11月19日
・被災高齢者住宅について
・愛宕東地区災害町営住宅について
・都市再生事業について

第 10回 平成25年
2月12日

・防災集団移転促進事業の進捗状況
・�被災市街地復興土地区画整理事業及
び津波復興拠点整備事業

第 11回 5月23日
・防災集団移転促進事業現地調査
・災害町営住宅等の現地調査

第 12回 6月18日
･災害町営住宅のスケジュールについて
･大戸浜富倉（避難道路）について

第 13回 8月21日

・�新地駅周辺被災市街地復興土地区画
整備事業について
・災害町営住宅の建設について
・防災集団移転団地の進捗状況について

第 14回 12月12日
・�災害町営住宅及び防災集団移転団地
の現地調査

第 15回 平成26年
2月10日

・�新地駅周辺被災市街地復興土地区画
整備事業について
・防災集団移転団地について
・防災緑地について
・防災システムについて

■ 主な調査内容
新地町復興対策特別委員会

— 新地町議会
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安心・安全への備え
平成 25年 12月

災害時の
相互応援協定を締結

平成 25年 12月、町では災害時の相互応援協定を、

和歌山県みなべ町と滋賀県竜王町、それぞれと締結した。

みなべ町は、南海トラフ巨大地震による津波被災が

懸念される沿岸部にあり、遠隔地との応援態勢構築な

ど災害対策を進めている町で、本町とは応援職員の派

遣を受けた縁で実現した。

一方、震災前から行政視察などの交流があった竜王

町とは、震災後も物資支援の継続や小学生同士の体験

交流などでつながりを強めてきたという経緯がある。

大規模災害の発生に備えて遠方の自治体と相互応援

協定を締結することは、震災の経験から学んだ教訓の

一つであり、互いに応援し合うコミュニティの大切さ

を今後も継続していくことになった。

写真 5-36　和歌山県みなべ町　調印式

写真 5-37　滋賀県竜王町　調印式

防災緑地
平成 25年 6月〜 10月

釣師防災緑地
ワークショップ

町では、津波被害を受けた釣師地区において、防災

緑地の整備を計画している。

整備される防災緑地では、防災機能を確保しながら、

自然豊かで、スポーツや文化活動、防災のために利用

され、育てられる緑地をめざす。

設計段階から住民と協働で意見を出し合う『ワーク

ショップ』を開催し、そこで集約された意見や提案を

設計内容や管理方法等に反映しながら進行する。

図 5-9　『防災緑地ワークショップ新聞』第 1 号

写真 5-35　防災緑地ワークショップ
住民ならではの活発な意見交換が行われた

写真 5-38　損壊した下水道管内部
損壊箇所から土砂が流入し、詰まった状態

写真 5-39　復旧後

ライフラインの復旧
平成 25年 8月

上下水道と電気の復旧

地震当日の３月 11日、全域で断水した水道の復旧

は、３月 14 日 30％（駒ケ嶺国道上）、同 17 日 60％

（福田、山手方）、20日 70％（駒ケ嶺国道下、新地国

道上）、30日 90％（藤崎、今泉、小川、木崎）と進み、

４月 15日 100％（大戸浜、中島）となり、約１か月

間で町内全域での復旧を完了した。

一方、下水道は平成 25年 8月末日で、公共下水道

全区域で総延長 5,598m の下水道管、37 カ所のマン

ホール、４カ所のマンホールポンプ場、154カ所の取

付管の復旧工事を完了した。また下水管はより強度の

高い管を使用し減災効果を高める対策をした。併せて、

被災した新地浄化センターと農業集落排水処理施設の

復旧も完了した。

さらに、町内約７割が停電した電気の復旧は、平成

23年３月 31日 90％（今泉）、４月 19日には 100％（作

田）となり復旧を完了した。

安心できる暮らしを　［ライフライン整備と医療・福祉の充実］

土地区画整理事業・津波復興拠点整備事業
平成 26年 2月

新地町での復旧・復興事業
合同起工式

JR 常磐線新地駅周辺を含む新地町における復旧・

復興整備事業の起工式が福島県との合同により平成

26年２月 28日に行われた。新地駅は津波により被災

したため、新たに南西側 300 ｍに新設され、新・新

地駅周辺からの復興の前進が期待されている。

新地町では、公共施設の整備や地盤の嵩上げ等の基

盤整備及び土地利用の誘導を図るとともに、産業・就

労の場の創出、利便性の高い商業施設の設置や防災拠

点の整備を、土地区画整理事業と津波復興拠点整備事

業の複合整備により、安全・安心なまちづくりを平成

29年度までに行う予定である。

また、この市街地を津波被害から守る防災緑地事業、

隣接する市・町を結びつける県道相馬亘理線をはじめ

とした道路事業についても、新地町の復興に非常に大

きな役割を果たすことが期待されている。

写真 5-40　新地駅周辺地区 空撮

尚英中学校

新地小学校新地小学校

新地町
役場 常 

磐 

線国
道
6
号

土地区画整理事業・
津波復興拠点整備事業区域
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医療・福祉の充実
平成 26年３月

地域医療の拠点
「渡辺病院」が誕生

平成 26 年３月 10 日、南相馬市より新築移転した

渡辺病院（医療法人伸裕会）が町内に開院した。（南

相馬市の病院では外来診療のみ実施）。

診療科目は外科、内科、整形外科、消化器内科、脳

神経外科、循環器内科、心臓血管外科、泌尿器科な

ど 15の診療科目をもつ総合病院で、入院治療や手術

を必要とする２次救急にも対応できる。病床数は 140

床（１病棟 46 床からスタート）で診察室は 13 室、

手術室は２室。ＭＲＩやＣＴ機器、Ｘ線装置などの医

療機器を備え、在宅医療の支援や大規模災害にも対応

できる。町の地域医療に新たな拠点が誕生することと

なった。

写真 5-41　開院した医療法人伸裕会 渡辺病院

国
道
6
号

渡辺病院
コンビニエンス
ストア鉄工所

新地ホーム

総合体育館

こどもの森広場

道路交通網の整備
平成 26年 2月

常磐自動車道の開通へ

地元悲願の常磐自動車道の全線開通へ、建設工事が

続いている。

原発事故の影響で通行止めとなっていた、広野〜常

磐富岡インターチェンジ間 16. ４㎞が平成 26年２月、

約３年ぶりに再開通した。南相馬〜相馬間 14.4㎞は

開通済みで、未開通区間のうち相馬〜宮城県・山元間

25㎞、浪江〜南相馬間 18㎞は、平成 26年中の開通が

見込まれる。常磐富岡〜浪江間 14㎞は平成 27年ゴー

ルデンウィーク前を見込んでいる。

また、復興支援道路として東北中央自動車道（相馬

〜福島、全長 45㎞区間）が計画されており、開通す

れば東北自動車道とつながることになる。これら道路

の整備により、地域観光の活性化や物流の効率化など

町の振興に大きな力となる。図 5-10　常磐自動車道及び東北中央自動車道建設予定図

東北中央
自動車道

国
道
6
号

国
道
4
号

国道 115 号

※区間、名称等はすべて
　計画段階のものです

常
磐
自
動
車
道

東
北
自
動
車
道

相
馬
西
IC

阿
武
隈
東
IC

阿
武
隈
IC

霊
山
IC

新
地
IC

相
馬
IC

福
島
保
原
線
IC

国道4号
IC

南相馬IC

南相馬
鹿島SA

山元
IC

浪江IC

常磐富岡IC

国見 IC

福島飯坂IC

福島西IC

福島北
JCT

安心できる暮らしを　［ライフライン整備と医療・福祉の充実］

町内で唯一の特別養護老人ホーム「新地ホーム」を

運営する社会福祉法人しんち福祉会では、高まる介護

需要に対応するため、新たに高齢者福祉施設を建設す

る。公募により選ばれた施設の名称は「なごみの里福

田」で、福田小学校の東にある約１万 8000㎡の敷地

に整備された。

特別養護老人ホームとデイサービスなどを備える高

齢者福祉施設で、入居 50床、短期入所 10床、デイサー

ビスの定員は 25人。施設内には交流スペースがあり、

地域住民も利用できる地域に開かれた施設として、4

月から開所される。

また、蓄電池を備えた太陽光発電装置や備蓄庫を設

け、災害時の対応が可能で高齢者などの要援護者を緊

急的に受け入れる福祉避難所にもなるという。入居者

だけでなく、地域住民にとっても安心の施設となった。

医療・福祉の充実
平成 26年 3月

高まる介護需要に対応
「なごみの里 福田」新設

写真 5-42　社会福祉法人しんち福祉会 なごみの里 福田

国
道
6
号

勤労青少年
ホーム

中里住宅

なごみの里
福田

福田小学校福田保育所

● 被災・復旧状況 ●

［新地浄化センター内部］

平成24年2月

平成25年1月

［道路状況①］

平成23年3月

平成24年12月

［道路状況②］

平成23年3月

平成24年12月
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新地町震災・復興記録集づくり
ワークショップより

今後地震がきたら
まずはどのような行動を
とりますか
大事なことは何ですか

揺れがおさまるまで、
身を守って

落ち着いて外にでる（60 代 男性）

まずは避難し、
決して自己判断で
家に戻ってはいけない（女性）

大事なもの、

家族の逃げる場所を
しっかり決めておくこと
（60 代 女性）

身一つで逃げ
欲張らないこと
 （50 代 女性）

すぐ逃げよう
（50 代 女性）

すぐに高い所に

避難
（30 代 男性）

ラジオをつけて、

落ち着いて行動。

海の近くにいたら、
急いで高い所に避難

（30 代 男性）

落ち着いて
自分の身を守ること

（60 代 男性）

情報をしっかりと
確認し、安全を守る
行動をとること

（60 代 女性）

とにかく何も
持たなくてもよい、
いち早く逃げること
落ち着くまで家に戻らないこと

車のガソリンも常に確認
（60 代 女性）

助かること、
生きること

（30 代 男性）

まず外へ、

家の近くには

いないこと
（60 代 女性）

普段から
シンプルライフ
（50 代 女性）

命を守ること
 （30 代 男性）

自分の身を守る。

周りの人たちと
つながりを大切に
しておく
（20 代 女性）

普段から
大事な物は
一まとめにして
おくこと

（60 代 女性）

落ち着いて
行動・避難、
町の指示に従う

（60 代 女性）

自分自身の身を

守ることを一番に
（40 代）

新
地
町

防
災
の
心
得

東
日
本
大
震
災
は
、
大
規
模
な
地
震
と
津
波
に
加
え
、
原
子
力
発
電
所
の

事
故
が
重
な
る
と
い
う
未
曾
有
の
大
災
害
と
な
り
、
地
震
の
恐
ろ
し
さ
を
改

め
て
思
い
知
ら
さ
れ
ま
し
た
。

新
地
町
で
は
、
こ
れ
ら
の
経
験
を
も
と
に
、
町
民
の
み
な
さ
ん
が
安
心
し

て
生
活
で
き
る
災
害
に
強
い
安
心
・
安
全
な
ま
ち
づ
く
り
に
向
け
て
、
防
災

対
策
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

地
震
が
発
生
し
た
と
き
、
被
害
を
最
小
限
に
抑
え
る
に
は
、
一
人
ひ
と
り

が
あ
わ
て
ず
に
適
切
な
行
動
を
と
る
こ
と
が
大
切
で
す
。
そ
の
た
め
に
は
、

日
ご
ろ
か
ら
地
震
に
つ
い
て
関
心
を
持
ち
、
い
ざ
と
い
う
と
き
に
落
ち
着
い

て
行
動
で
き
る
よ
う
、
正
し
い
心
構
え
を
身
に
つ
け
て
お
く
こ
と
が
必
要
で
す
。

こ
の
「
新
地
町 

防
災
の
心
得
」
で
は
、
災
害
に
備
え
て
の
準
備
と
災
害
が

起
き
た
と
き
の
対
処
方
法
を
ま
と
め
ま
し
た
。
災
害
に
備
え
る
「
防
災
」
と
、

災
害
時
の
被
害
を
少
し
で
も
減
ら
す
「
減
災
」
の
た
め
に
ご
活
用
く
だ
さ
い
。

災
害
に
備
え
る

安
心
・
安
全
な

ま
ち
づ
く
り
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家
族
で
話
し
合
お
う

日
頃
の
備
え
編

大
規
模
災
害
が
発
生
し
た
と
き
あ
わ
て
ず
に
行
動
で
き
る
よ
う
、

家
族
で
の
行
動
や
役
割
分
担
を
決
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

家族が離ればなれになった
ときの連絡方法を確認する
●�いざという時の連絡先・連絡方法を
決めておきましょう。

●�災害用伝言ダイヤル「１７１」の使
い方を確認し
ましょう。

→ 207 ページ参照

家族一人ひとりの
役割分担を決める

●�日常の防災対策の役割と、災害発生
時の役割を決めておきましょう。

●�家族に高齢者や障がい者、乳幼児な
どがいる場
合には、面
倒を見る人
を決めてお
きましょう。

14

非常持出品を
チェックする

●�必要なものが揃っているかチェックし、
置き場所を決めておきましょう。また、
誰が何を持ち出すかも決めましょう。

●�機器の作動状態や食べ物の賞味・消費
期限のチェックも
忘れずに行いま
しょう。

→ 195 ページ参照

危険箇所を
チェックする

●�家の内外に危険なところがないか
チェックしましょう。

●�危ない場所が
あったら、修理
や補強をして
おきましょう。

→ 200・201
　 ページ参照

25

避難所、避難経路を
確認する防災用具をチェックする

●�地域の避難所を確認しておきましょ
う。家族が離ればなれになったとき
の集合場所も決めておきましょう。

●�休日などを利
用し、家族で
避難経路など
の下見をして
おきましょう。

●�消火器や救急箱の置き場所や製造年
月日、有効期間などを確認しましょう。

●�消火器の使い方を確認しましょう。
●�応急手当の方法
を覚えておきま
しょう。

救 急 箱

消
火
器

36

着替え、おむつ、ティッシュ、
障害者手帳、補助具の予備、
常備薬、予備のメガネ、
緊急時の連絡先表など

要援護者のいる家庭
脱脂綿、ガーゼ、さらし、T
字帯、洗浄綿および新生児
用品、ティッシュ、ビニール
風呂敷、母子健康手帳など

妊婦のいる家庭
粉ミルク、ほ乳びん、離乳食、
スプーン、おむつ、洗浄綿、
おんぶひも、バスタオルまた
はベビー毛布、ガーゼなど

乳幼児のいる家庭

□ 防災ずきんや帽子
　 ヘルメット

□ 底の厚い靴□ 貴重品
現金、健康保険証の
コピーなど。

□ 非常食・水

□ 懐中電灯・
　 携帯ラジオ
懐中電灯はできれば一人
ひとつ用意。予備の電池
も用意。

非
常
持
出
品
を
用
意

日
頃
の
備
え
編

最
低
3
日
以
上
生
活
で
き
る
よ
う
に
、

家
族
構
成
に
合
わ
せ
て
用
意
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

災
害
時
に
最
初
に
持
ち
出
す
も
の

非
常
持
出
品

復
旧
ま
で
の
数
日
間
を
支
え
る

非
常
備
蓄
品

□ 衣類・タオル
下着、防寒用の衣類など
を用意。タオルは汚れの
ふき取りやケガの手当な
どに便利。

□ その他
ナイフ・缶切り、使い捨
てカイロ、マスク等

また、夜間の地震発生に
備え、寝室に懐中電灯や、
床に飛散したガラスによ
るけがを防ぐために厚手
のスリッパや運動靴など
を用意しておくのも良い。 

□ 救急医薬品
傷薬、ばんそうこう、解
熱剤、風邪薬、胃腸薬、
目薬など。常備薬があれ
ば忘れずに用意。

□ 食料品
缶詰やレトルト食品など
非常食 3 日分以上を備
蓄。食器類やラップなど
も用意。

□ 燃料・防寒具
卓上コンロや予備のガス
ボンベのほか、毛布、寝
袋、使い捨てカイロなど
があると便利。

□ 水
飲料水は大人一人あたり
1 日 3 リットルが目安。3
日分以上を用意する。水
の配給を受けるためのポ
リ容器などもあると便利。
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災
害
が
発
生
し
た
と
き
、
交
通
網
の
寸
断
・
同
時
多
発
火
災
な
ど
に
よ
り
、
消

防
や
警
察
な
ど
の
防
災
機
関
が
十
分
に
対
応
で
き
な
い
可
能
性
が
あ
り
ま
す
。
そ

ん
な
時
に
力
を
発
揮
す
る
の
が
、「
地
域
ぐ
る
み
の
協
力
体
制
」
で
す
。

自
主
防
災
組
織
と
は
、「
自
分
た
ち
の
ま
ち
は
自
分
た
ち
で
守
る
」
と
い
う
心
構

え
で
、
地
域
の
人
々
が
自
発
的
に
防
災
活
動
を
す
る
組
織
で
す
。
災
害
時
は
も
ち

ろ
ん
、
災
害
後
の
避
難
所
の
運
営
や
、
そ
の
後
の
復
旧
活
動
に
も
大
き
な
力
を
発

揮
し
ま
す
。

災害時 平常時

地域内の安全点検初期消火

防災知識の普及・啓発避難誘導

情報の収集・伝達
防災訓練

救出・救助

避難所の管理・運営

災害に備えるための活動をします。
人命を守り、被害の拡大を
防ぐために行動します。

地
域
で
取
り
組
も
う

日
頃
の
備
え
編

災
害
時
に
頼
り
に
な
る
の
が
、
地
域
の
協
力
体
制
で
す
。

日
頃
か
ら
の
地
域
の
つ
な
が
り
が
、
災
害
時
に
大
き
な
力
と
な
り
ま
す
。

町などで開催される防災訓練に積極的に参加
し、防災の知識を身につけましょう。

防災訓練

地
域
ぐ
る
み
で
防
災
対
策
を

自
主
防
災
組
織

突
然
の
災
害
に
見
舞
わ
れ
た
と
き
、
大
き
な
被
害
を
受
け
や
す
い
の
は
、
高
齢

者
や
障
が
い
者
、
妊
産
婦
、
乳
幼
児
、
外
国
人
な
ど
、
普
段
か
ら
何
ら
か
の
助
け

が
必
要
な
人
で
す
。
こ
う
し
た
避
難
行
動
要
支
援
者
を
守
る
た
め
に
、
地
域
で
協

力
し
合
い
な
が
ら
支
援
を
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

災害時

災害時におけるハンディキャップとは

平常時

災害に備えるための活動をします。
人命を守り、被害の拡大を
防ぐために行動します。

避
難
行
動
要
支
援
者
に

や
さ
し
い
ま
ち
づ
く
り
を

● 具体的には…�ひとり暮らし、寝たきり等の高齢者、肢体不自由・聴覚・
視覚などの身体障がい者、知的障がい者、精神障がい者、
難病患者、妊産婦、乳幼児、外国人�など

危険を
察知しにくい

1

危険であることを
理解・判断
しにくい

2

危険に対して
適切な行動が

とれない

3

地域の防災環境の点検を

●��避難路（交通状況や路上の段差など）は、車椅子
でも通れるか、また夜間はどうかなど点検してお
きましょう。

●��地域の危険性（がけ地・古い塀のある場所など）
を確認しましょう。

すぐに状況を伝える

突然災害が起これば、誰もが不安になるものです。
筆談や身ぶり手ぶりなど、できる限り避難行動要支
援者の状態に合った方法で状況を伝えましょう。

安全な場所に誘導する

自分で体を守ることができない避難行動要支援者に
は、すばやく安全な場所に誘導する。一人で誘導す
るのが難しい場合には、まわりの人に協力を求めま
しょう。

困ったときこそ温かい気持ちで対応を

非常時にこそ、不安な状況に置かれている人の立場
に立ち、支援する心構えを。温かい思いやりの心で
接するようにしましょう。

日頃から積極的なコミュニケーションを

どこにどんな状態の避難行動要支援者がいるのかを
把握し、災害時にどのような支援が必要かを確認し
ましょう。

地域での具体的な支援・協力体制を
決めておく

一人の避難行動要支援者に対して、複数の住民で支
援するなど具体策を考えましょう。
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地
震
の
対
処
法

地
震
対
策
編

地
震
が
起
き
た
時
、
と
っ
さ
の
判
断
は
難
し
い
も
の
で
す
。

日
頃
か
ら
、
い
ざ
と
い
う
と
き
の
行
動
を
確
認
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

危険と判断したら
最寄りの避難所へ行こう
●��事前に、自分の最寄りの避難所を覚
えておく。

●��避難の前に電気器具、ガス栓、戸締
りなど安全確認をする。

●��高齢者、体の不自由な人などがいる
家庭は早めに避難する�。

●��携行品は必要最小限として、リュッ
クサックなどで背負い、両手が自由
になるようにする。

●��消防、警察、町など防災関係者の指
示に従い、家族全員で行動する。

4

正しい情報を入手

●��テレビ、ラジオ、防災行政無線、警察
署などの情報に注意する。

→ 206・207 ページ参照

5

まず自分の身を守ろう

●�机やテーブルの下に身をかくす。
●�あわてて外へ飛び出さない。
●�ドアや窓を開け避難路を確保する。

1

冷静に火災を防ごう

●�火元を確認し消火する。
●��ガスの元栓を締め、ブレーカーを切る。

2

危険な場所に近づかない

●��一度外に出たら安全が確認できるま
で、家の中には戻らない。

●��狭い路地や
塀ぎわ、崖
や川べりは
歩かない。

3

揺れを感じた時の対処法外出先で地震にあった場合

路上では

●��手荷物などで頭を守り、広場などへ移動する。
●��繁華街ではガラスや看板などの落下物に注
意し、住宅街ではブロック塀や門柱から離
れる。

●��自動販売機等の転倒にも注意が必要。
●��落ちるおそれがあることを想定して、橋の
上からはすぐに避難する。

1

エレベーターの中では

●��地震時停止装置が作動すると自動的に最寄
りの階に停止するのでそこで降りる。自動停
止しない場合は、すべての階のボタンを押し、
停止した階で外に出る。

●��閉じ込められた場合は、非常ボタンやイン
ターホンで外部と連絡をとり、救出を待つ。
無理に脱出するのは危険。

3

スーパーでは

●��陳列棚から商品が落下したり、ショーケー
スの転倒、ガラスの破片に注意する。柱や
壁際に身を寄せ、手荷物で頭を守る。

●��あわてて出口に殺到するとパニック状態にな
ることもあり危険なので、店員の指示に従っ
て行動する。

6

車の運転中は

●��急ブレーキは事故のもと。徐々にスピード
を落とし、道路の左側に停止してエンジン
を切る。

●��揺れがおさまるまでは車外に出ず、カーラ
ジオなどで情報を確認する。

●��緊急時に移動させる場合は緊急車両の支障
にならないよう
考慮する。

●��車を離れるとき
は貴重品を持
ち、キーはつけ
たままでロック
もしないように
する。

2

電車やバスの中では

●��停車の衝撃に備え、つり革や手すりにしっ
かりとつかまる。

●��網棚からの荷物
の落下に備え、
手荷物で頭を保
護する。

●��勝手に降車せ
ず、係員の指示
に従う。

4

海岸・がけ付近では

●��海岸にいたら直ちに高台や近隣の高い建物
へ避難する。

●��がけ付近にいたら、崩れる危険性のある場
所からすぐに離れる。

5
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身
の
回
り
の
安
全
対
策

地
震
対
策
編

身
の
回
り
に
は
、
災
害
が
発
生
す
る
と
危
険
な
と
こ
ろ
が
た
く
さ
ん

あ
り
ま
す
。
日
頃
か
ら
、
危
険
箇
所
の
点
検
を
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

屋外の安全対策

玄関まわり

自転車や植木鉢など、
出入りに支障となる
ものは置かない。

ブロック塀

土中にしっかりとし
た基礎部分がないも
の、鉄筋が入ってい
ないものなどは補強
する。ひび割れや傾
き、鉄筋のさびがあ
る場合は修理する。

プロパンガス

倒れないように、しっ
かりとした土台の上
に置き、鎖で壁面に
固定しておく。

ベランダ

整理整頓し、落下す
る危険がある植木鉢
やエアコンの室外機
は配置を換えるか固
定する。

雨どい・雨戸

雨どいの継ぎ目がは
ずれていないか、落
ち葉や土砂などが詰
まっていないかを
チェック。雨戸はた
てつけが悪くなって
いないかをチェック
し、問題があれば修
繕する。

屋　根

屋根瓦やアンテナが
不安定になっていな
いか確認し、問題が
ある場合は補強する。

重い物や硬い物
は、棚や家具の上
などの高いとこ
ろには置かない。

住宅用火災警報器

煙や熱を感知すると
警報音で知らせてく
れる。消防法改正に
より家庭でも設置が
義務付けられた。

屋内の安全対策

食器棚

扉が開かないよう金
具をつけて、扉が開
いても中の食器が飛
び出すのを防ぐ。

照明器具

１本のコードでつる
すタイプのものは、
鎖と金具で数カ所留
める。蛍光灯は蛍光
管の両端を耐熱テー
プで留めておく。

窓ガラス

飛散防止フィルムを
室内側にはる。

カーテン

防炎加工されたもの
を使う。

暖房器具

ストーブなどの暖房
器具は、対震自動消
火機能を確認する。

テレビ

できるだけ低い位置
に置き、金具やロー
プ、装着マットなど
で下面・柱・壁に固
定する。

本棚・タンスなど

なるべく壁面に接近
させておき、上部をＬ
字型金具で固定する
か、家具の下に板な
どをはさみ、壁面にも
たれさせる。二段重
ねの場合は、つなぎ
目を金具で連結する。
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津
波
か
ら
身
を
守
る

津
波
対
策
編

災
害
時
、
沿
岸
部
に
い
る
可
能
性
は
誰
に
で
も
あ
り
ま
す
。
津
波
か
ら

身
を
守
る
た
め
の
ポ
イ
ン
ト
を
し
っ
か
り
確
か
め
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

海岸・河川に近づかない

津波注意報でも、海水浴や磯釣りは危
険なので行わないこと。

より高い場所に避難する

強い地震（震度 4 以上）を感じたとき
又は弱い地震でも長い時間ゆっくりと
した揺れを感
じた時は、た
だちに海岸か
ら離れ、高台
など安全なと
ころに避難す
ること。

14

津波はくり返しくる

津波はくり返し来襲する（発生から 6
時間以上）ので、津波警報・注意報が
解除されるまでは避難した場所にとど
まること。

警報が出たら
ただちに海岸から離れる
地震を感じなくても、津波警報が発表さ
れたときは、ただちに海岸から離れ、急
いで安全な場所に避難すること。

25

正しい情報を入手

正しい情報をラジオ、テレビ、防災行政
無線、広報車などを通じて入手すること。
→ 206・207 ページ参照

3

地震等により津波が発生する可能性がある場合は、気象
庁より津波注意報・警報が発表されます。 M（マグニ
チュード）8 を超える地震の場合は、第 1 報の発表の後、
第 2 報を発表、M8 以下の場合は第 1 報として津波高を
発表します。

予測される津波の高さ
種　類 想定される被害数値での発表

（発表基準） 表現

10ｍ超
（10m＜高さ）

巨大 大津波警報 木造家屋が全壊・流失し、人は津波による流れ
に巻き込まれる。

10ｍ
(5m＜高さ≦10m)

5ｍ
(3m＜高さ≦5m)

3ｍ
(1m＜高さ≦3m) 高い 津波警報 標高の低いところでは津波が襲い、浸水被害が

発生する。人は津波による流れに巻き込まれる。

1ｍ
(20cm≦高さ≦1m)

（表記しない） 津波注意報 海の中では人は速い流れに巻き込まれる。養殖
いかだが流失し小型船舶が転覆する。

●���津波の高さ� �気象庁が発表する津波の高さは、海岸付近の海面がどのくらい高くなるかをいいます。
津波の高さは、海岸や湾の地形によって予想された高さ以上に遡上することがあります。

●����遡上・遡上高� �津波が海岸を駆け上ることを遡上といい、ときには数十メートルに及ぶことがあります。
この高さを遡上高といいます。

津波発生時の避難に役立てるため、津波標識が設置され
ています。いざというときに的確な判断で避難できるよ
う、近くの津波避難標示板をチェックしておきましょう。

海抜表示
浸水区間起終点標識及び主要
交差点の案内標識又は歩道橋
柱などに設置されています。海
抜情報を提供し被害を軽減す
ることを目的とします。

津波浸水区間
国道上の津波浸水区間内にい
ることをお知らせします。浸水
区間を明示し、道路利用者（車
両・歩行者）の避難行動を促す
ことを目的とします。

津波浸水区間起終点
国道上の津波浸水区間の起終
点を標示しています。平常時よ
り浸水の範囲を認識すること
で、避難行動の目安としても機
能します。

津波警報・
注意報の分類

津波に関する標識を
確認しよう

（引用：気象庁資料）
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避
難
の
注
意
点

避
難
の
仕
方
編

家
屋
内
に
と
ど
ま
る
こ
と
が
危
険
な
状
態
に
な
っ
た
場
合
は
、

落
ち
着
い
て
す
ば
や
く
避
難
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

［災害危険度］

人的被害の発生する危険性
が非常に高まった状況、あ
るいはすでに人的被害が発
生した状況です。避難して
いない住民はただちに避難
します。

日頃から避難場所までの安全
な経路などを確認しておきま
しょう。災害情報をよく聞き、
慌てず落ち着いて行動しま
しょう。 

避難の勧告があった場合は、
すみやかにその指示に従いま
しょう。

情報に注意する

塀などに近づかない 事前に準備を

安全な服装で
身軽な服装で露出部分を少な
くし、ヘルメットなどで頭を守
り、靴は底のしっかりした靴を
はくようにしましょう。

隣近所で声をかけ合う
隣近所の人たちに声を掛け合
い集団で避難しましょう。お年
寄りや体の不自由な方、幼児
を優先に避難させましょう。

ブロック塀や自動販売機など
は倒れると危険なので、決し
て近づかないようにしましょう。

人的被害の発生する危険性
が高まった状況です。避難
するのに時間がかかる高齢
者などの要支援者やその支
援者は避難を始めます。

避難準備
（要支援者避難）

情報

人的被害の発生する危険性
が明らかに高まった状況で
す。すべての住民は指定さ
れた避難場所に避難します。

避難場所

避難勧告

避難指示

災
害
に
よ
る
被
害
が
発
生
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
、
避
難
に
関
す
る
情
報
が

発
表
さ
れ
ま
す
。
避
難
情
報
が
発
表
さ
れ
た
場
合
は
、
適
切
に
避
難
す
る
よ
う
に

し
ま
し
ょ
う
。
ま
た
、
危
険
を
感
じ
た
場
合
な
ど
、
避
難
情
報
が
発
表
さ
れ
る
前

で
も
自
主
的
に
安
全
な
場
所
に
避
難
す
る
よ
う
に
心
が
け
ま
し
ょ
う
。

安全に避難するために
生活環境を衛生的に

●��共有スペースはもちろん、個人のスペース
であっても清潔に保ち整理整頓に努めま
しょう。

●��食事の前には手洗い・うがいを励行し、体
操などで体を動かし健康の保持に努めま
しょう。

●��トイレの清掃・消毒は定期的に行い、清潔
で安心できる環境をつくりましょう。

2

安全管理

●��余震などにより避難所に危険箇所が発生す
る可能性もあります。何か異常を発見した
ら、直ちに施設管理者または避難所運営本
部に連絡しましょう。

●��避難所には避難者以外にも、さまざまな
人々が出入りしますが、不審者を見かけた
ら、施設管理者または避難所運営本部に連
絡しましょう。

3

避難行動要支援者への配慮

●��各避難所において、高齢者・障がい者・乳
幼児・妊産婦などを優先して、和室や空調
設備のある教室などに割り当てましょう。

●��和室や多目的室等で、トイレに行きやすい
場所を福祉スペースとしましょう。

5

避難所生活での心得

共同生活

●��リーダー、副リーダーを置き、避難所運営
のためのルールや各自の役割分担を決めま
しょう。

●��一部の人だけに負担がかからないようにみ
んなでできることを分担し協力し合いま
しょう。

●��消灯時間、食事の
時間等、各避難所
で決められた時間
を守りましょう。

●��食料の配給は、公
平性の確保に最大
限配慮しましょう。

1

感染予防

●��手、指を清潔にしましょう。
●��外出後の入室時には手洗いと共に、うがい
をしましょう。

●��熱や咳、くしゃみ
の出ている人、介
護を行う人はマス
クをしましょう。

4

女性への配慮

●��避難所には最低限の間仕切りしか確保できな
いため、着替えなどのために人目につかない
場所を確保できるように配慮しましょう。

●��女性専用の洗濯場所や洗濯機の設置、物干
し場の確保について検討し、女性が安心し
て利用できるよう配慮しましょう。

●��衣類や生理用品など女性が必要とする物資
を、女性の担当者
から配布できるよ
うな体制をとりま
しょう。

6

女性
専用
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携帯電話へのメール配信は、事前に登録されたメールアドレスに配信される防災メールと、町内にい
る方に強制配信される緊急速報メールの２種類があります。
防災メール（町外にいる場合でもメール配信を受けられる）は、利用者登録をしておく必要があります。
下記の方法で登録をお願いします。

※ 迷惑メール防止機能等が設定されている場合は、bosai-info@shinchi-town.jp からメールが届くように、受信許可
の設定をお願いします。

防災メールの利用登録をお願いします

新 地 町
防 災 情 報
シ ス テ ム
災 害 関 連 情 報 を
迅速に配信します

町
で
は
、
災
害
関
連
情
報
を
確
実
か
つ

迅
速
に
、
町
民
の
み
な
さ
ん
に
お
知
ら
せ

す
る
た
め
に
、
平
成
26
年
3
月
、
新
地
町

防
災
情
報
シ
ス
テ
ム
を
構
築
し
ま
し
た
。

地
震
、
津
波
、
気
象
、
国
民
保
護
情
報

な
ど
の
発
令
情
報
や
、
被
害
状
況
、
避
難

情
報
な
ど
を
、
町
民
の
み
な
さ
ん
の
携
帯

電
話
に
メ
ー
ル
で
配
信
し
た
り
、
パ
ソ
コ

ン
の
防
災
専
用
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
な
ど
で

公
開
し
た
り
し
ま
す
。

ま
た
、
テ
レ
ビ
局
や
ラ
ジ
オ
局
に
も
情

報
を
伝
達
し
、
さ
ま
ざ
ま
な
広
報
媒
体
を

利
用
し
、
災
害
関
連
情
報
を
迅
速
に
お
知

ら
せ
し
ま
す
。

メール配信の登録完了

bosai-touroku@shinchi-town.jp�宛てに
空メールを送信します。タイトル・本文は不要です。

右のＱＲコードを読み込み
bosai-touroku@shinchi-town.jp
のアドレスを読み込みます。

メール配信 ［登録方法］

メール配信の登録解除完了

bosai-kaijo@shinchi-town.jp�宛てに
空メールを送信します。タイトル・本文は不要です。

右のＱＲコードを読み込み
bosai-kaijo@shinchi-town.jp
のアドレスを読み込みます。

メール配信 ［登録解除方法］

防災メール
（登録制）

緊急速報メール
（町内にいる方に強制配信）

携帯電話

新地町防災ホームページ
緊急情報や避難情報、

被害情報などを掲載します。
http://bosai.shinchi-town.jp

テレビ局・ラジオ局
（福島系列）

パソコンテレビ
ＪｰＡＬＥＲＴ（全国瞬時警報システム）とは、大規
模な地震や外部からの武力攻撃など、対処に時間的
余裕のない緊急事態が発生した場合に、国（消防庁）
から送信される緊急情報を、町防災行政無線を通じ
てみなさんに瞬時に伝達するシステムです。

新地町の雨量や水位、気温・風速、
危険箇所や避難所を確認できる防災
マップなどが掲載されています。緊
急情報や町からのお知らせなど、さ
まざまな情報を提供します。

ＪｰＡＬＥＲＴ
（全国瞬時警報システム）

新地町防災ホームページ

［モバイル版］

１．地震情報
　　　（緊急地震速報　＊予測震度が４以上の場合）

２．津波情報
　　　（大津波または津波警報、津波注意報）

３．気象情報
　　　（竜巻注意情報）

４．�国民保護情報
　　　 （ゲリラ特殊部隊攻撃情報・航空攻撃情報・弾道

ミサイル情報・大規模テロ情報）

［緊急情報の種別］

災害により、被災地に対する電話がつながりにく
い状況になった場合に利用できます。ガイダンス
に従って落ち着いて録音・再生してください。

災害用伝言ダイヤル「171」 携帯電話の災害用伝言板
災害が発生した場合、携帯電話各社のポータルサ
イト上に「災害用伝言板」が開設されます。

伝言を残す（録音） 伝言を聞く（再生）

「171」にダイヤルする

「１」を押す 「２」を押す

自宅の電話番号を
市外局番から
ダイヤルする

（0××）××× -××××

伝言を聞きたい
電話番号を市外局
番からダイヤルする

（0××）××× -××××

「１」「＃」を押す
（プッシュ式の場合）

「１」「＃」を押す
（プッシュ式の場合）

「再生」が始まる「録音」する
（30�秒以内）

「９」「＃」を押す
（プッシュ式の場合）

▼

▼

▼

▼

▼

▼

▼

伝言を残す（登録） 伝言を読む（確認）

トップ画面の「災害用伝言板」を選ぶ

「登録」を選ぶ 「確認」を選ぶ

伝えたい項目を選ぶ
（伝えたいことを書き込む

こともできます）

安否確認したい相手の
携帯電話番号を
入力する

（0××）××× -××××

その画面で
「登録」を選ぶ

その画面で
「検索」を選ぶ

伝言の検索結果が
表示伝言の登録が完了

▼

▼

▼

▼

▼

▼
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■福島民報社　『福島民報』
■福島民友新聞社　『福島民友』
■文部科学省ホームページ
■文部科学省　放射線量等分布マップ拡大サイト

■経済産業省ホームページ
■経済産業省資源エネルギー庁ホームページ
■国土交通省ホームページ
■国土交通省気象庁ホームページ
■新地町　『広報しんち』　
■石油連盟ホームページ
■東京電力株式会社
　『福島第一原子力発電所事故の経過と教訓』

阿部早也香　荒　敏裕　岡崎仁一　小野茂夫　小野重美　小野トメヨ　角田正悦　川上照美　菅野彩織　菅野いな子

菅野エイ子　黒沢萌々花　小泉修平　櫻井伸彦　櫻井由香　佐藤秀史　鈴木壽子　谷　隆　畠　米七　林　聖哉

古山友萌　三宅信一　村上美保子　目黒文夫　八巻佳那　

国土交通省気象庁　国土地理院　新地町社会福祉協議会　石油連盟　相馬共同火力発電株式会社

東京電力株式会社　福島民報社　福島民友新聞社　明治大学　陸上自衛隊第13特科隊　陸上自衛隊第2施設群

日本全国をはじめ海外からも、たくさんの
あたたかい応援メッセージをいただきました。

新地町に寄せられた
メッセージ
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50 年後の新地人へ 
震災と復興

新地町

［ 東 日 本 大 震 災 の 記 録 ］

The Great East Japan Earthquake
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